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はじめに 
 
安藤 第 11 回「人文学の再構築」研究会を始めさせていただきます。 
 今回は、東京外国語大学名誉教授の中野敏男先生からご講演をいただきます。私個人としても、

マックス・ヴェーバーを方法的軸とする先生の思想史研究から、いつも貴重な示唆をいただいて

おりますが、もっと広く、日本の人文学と社会科学というくくりにおいても、大変大きな仕事を

されている大切な存在です。本日は、ご自身の学問史を反映させる形でご講演いただければと思

っております。 
 ご講演のタイトルは、「＜理解社会学＞という挑戦」です。後での討論のときにも申し上げます

が、戦後の人文学と社会科学は、「マルクスとヴェーバー」問題という方法的論争を基本軸におい

て出発・展開しました。大塚久雄に象徴される創設時代があり、中野先生はその次の批判的転換

期を担った世代に属するということができると思います。その意味で、本日は、ヴェーバーを軸

にした社会科学史を思想的な意味で反省するといったご講演になるものと期待しております。そ

して、内容が第一部と第二部に分かれている必然性も、お話の中で明らかになると思います。 
 司会者からの講師紹介は、いつも通り、簡略にとどめます。中野先生には、お話を、自己紹介

より始めていただきますよう、お願いいたします。 
では、中野先生、どうぞよろしくお願いいたします。 
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"理解社会学"という挑戦 
―世紀転換期の社会科学の迷走から考える 

 
中野 皆さん、こんにちは。中野と申します。今日はお招きいただきありがとうございます。「人

文学の再構築」ということで、人文学と言われてしまうとちょっと荷が重いのですが、私がどう

いうことをしてきたのかをご紹介しながら、それと人文学との接点が見えてくればと思っていま

す。 
 それでは、パワーポイントを用意しましたので、画面を共有いたします。これを見ていただき

ながら、順次進めてまいります。お手元にもPDF でほぼ同じ画面を一覧にしました。パワーポイ

ントですと画面がどんどん流れて消えていってしまうので、その前の部分や先の部分を参照され

たいということがありましたら、そちらを見ていただければと思います。 
 今日は、理解社会学ということで、まずマックス・ヴェーバーを中心にしつつ、二つのことを

お話ししようと思います。 
 一つは、今申しましたように、マックス・ヴェーバーの理解社会学についてお話しします。私、

もう一昨年になりますが、『ヴェーバー入門』という新書を書きました。これで基本的な点につい

てご紹介したことになっているのですが、今日は、理解社会学の全体の構造や方法の内部に立ち

入るのではなくて、理解社会学が当時の学問状況の中でどういう意味を持ってヴェーバーから提

起されたのかというあたりを中心に、第一部としてお話ししたいと思っています。 
 もう一つ、私は『詩歌と戦争』という本も出していまして、これは随分違った内容です。北原

白秋など日本近代の歌謡の精神史を扱っているのですが、こちらも同時に第二部としてお話しし

たいと思います。 
 二つのものを用意したのは、まず、90 分という長い時間の講義ですから、Zoom で 90 分聞いて

いただくのはなかなか大変かなということがありました。全部一本調子でやるより、少し趣向を

変えたものを用意したほうがいいだろうということが一つと、もう一つは、ヴェーバーが提起し

た＜理解＞という方法がどういう意味を持つのかを考えていただくために、その実質的なエレメ

ントとして日本近代の歌謡の精神史について触れたいということがありました。この＜理解＞と

いうところに入りますと、「人文学の再構築」に多少かかわるのかと考えております。 
 
第一部 ヴェーバー理解社会学という学問の企図と方法の意味 
 まず、理解社会学という学問の企てと方法の意味について考えます。 
 今ご紹介いただいたように、マックス・ヴェーバーというのは、社会科学で、あるいは人文学

でも、大体通りのよい名前かと思います。その中で彼の主著のひとつである『プロテスタンティ

ズムの倫理と資本主義の精神』が話題の中心になるのも、かなり一般的なことかと思います。で

すから、私もそこから入りたいと思います。 
 今見ていただいているのは、その論文の初出の版の最初の頁です。1904 年に『社会科学・社会

政策雑誌』に発表されたのですが、皆さんにお配りしている図像は私の手元にある写真をコピー

したもので、これはギールケ文庫という一橋大学にあるギールケの蔵書コレクションから撮影し

てきたものです。ヴェーバーがギールケに実際に献呈したもので、右上のところにヴェーバーの

献辞があります。 
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 大塚久雄という人が日本のヴェーバー研究の中心になり

ますが、そういう中でこの論文については、多くの場合、資

本主義の起源を論じたものという捉え方で理解されてきて

いるかと思います。これには理由があります。この論文の少

し前、1902 年にゾンバルトが『近代資本主義』という本を

書いており、その第１巻が「資本主義の起源」というタイト

ルを持っているので、それに呼応した形でヴェーバーのこ

の論文が書かれたと理解されているのです。資本主義の起

源に関する二つの説という形で、これまで理解されてきて

いるかと思います。ゾンバルトは資本主義の営利欲が解放

されたという形で語りましたが、それに対してヴェーバー

は禁欲説であるというのが普通の理解かと思います。 
 では、これは本当に資本主義の起源を主題としていたの

だろうか。ヴェーバーについての基礎知識の一番の前提部

分ですが、ここから考えてみたいと思います。 
 これを考えるには、『プロテスタンティズムの倫理と資本

主義の精神』、略して『プロ倫』の出発点となった問いを考

えておく必要があるでしょう。何よりも論文の最初のとこ

ろでヴェーバーがどんな問題を提起しているのかをきちん

と見たほうがいいと思いますので、冒頭、第１章第１パラグラフの末尾を読んでみましょう。 
 
当時まさに経済的にもっとも発展していた諸国の人びと、その中でもまさに経済的に興隆し

つつあった「市民的」中産階級が、彼らにもそれまで知られていなかったようなピューリタ

ニズムの専制支配を、単に受容しただけでなく、その擁護のため彼ら市民階級自身にとって

すら空前絶後の英雄的態度を示したのは、いったいどうしてだったのか。 
 
 どうでしょうか。ピューリタンが起源になって資本主義的な営利行為が始まったのだという理

解からすると、これは逆ですよね。中産階級がピューリタニズムの専制支配を受け入れただけで

なく、それを擁護したとなっていて、中産階級が進んでピューリタニズムを受け入れていったの

はどうしてなのかと、その理由を問うています。これは、ピューリタンが資本主義を生んだとい

う問いではなく、その逆ですね。とすれば、ピューリタンが資本主義を生んだというその受け止

め方に誤解があったのではないか、そのように思えてくるのではないでしょうか。 
 『プロ倫』ではもう一つ有名なところがあります。一番末尾の警句です。 
 
精神なき専門人、心情なき享楽人、この無なるものが、人間性のかつて到達したことのない

段階にまですでに登りつめた、と自惚れている。 
 
このように社会科学の論文の末尾としては珍しい箴言めいた言葉でくくられていまして、インパ

クトがかなり強いので、ヴェーバーの『プロ倫』といえばこの言葉というような感じで理解され

てきています。ヴェーバーは、資本主義はその結末としてこんな人間を生み出してしまうと分析

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「プロテスタンティズムの倫

理と資本主義の精神」（初版）

『社会科学・社会政策雑誌』

（1904 年） 
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し、資本主義の行く末を独自に鋭く洞察しているから、これはすごいという話なのですが、本当

にすごいのでしょうか。 
 実はこれには先行事例があって、シュモラーという当時の学会の重鎮が 1900 年に書いた教科書

にこんな一文があるのです。 
 
（今日では）富裕層は際限ない享楽を追及し、また中産層や貧困層は彼らの贅沢を羨むから、

いずれにおいても内面を幸福で満たすことができない。そこで数年前にある偉大な技術者は、

この傲慢な時代を、的外れとは言えないつぎの言葉で特徴づけた。「愛なき享楽人、精神なき

専門人、この無なるものが、人間性の歴史上到達したことのない高みにすでに立っている、

と自惚れている」と。 
 
この後半の引用部分と『プロ倫』の警句は、似ているというより、ほぼ同じと言ってもいい内容

ですよね。ヴェーバーの論文より４年も５年も前の 1900 年に出た、当時の社会科学、経済学を学

ぶ人々ならほとんど皆が読むような教科書でシュモラーがこれを書いているのを、ヴェーバーが

知らなかったはずはないのですね。資本主義がそのような結末を迎えるであろうことに関しては、

既にシュモラーが問題意識として持っていたのです。シュモラーは社会政策学会の重鎮で、中心

人物ですから、当時の社会科学者の多くがこういう認識を持っていたと考えても、それほど的外

れではないと思います。少なくとも『プロ倫』の警句は、ヴェーバーに特徴的、あるいはヴェー

バーの独創ということはできないと認めねばなりません。 
 ではヴェーバーはどうしてこう書いたのか、あるいは、もしヴェーバーのオリジナルな点がそ

こにないとすれば、ほかのどこにあるのかを考えなければなりません。ヴェーバーが何を問題化

しているのかを、ヴェーバーの仕事全体を見返しながら、広く目を配って全体的に見る必要があ

るのだろうと思います。 
 
 ここではわかりやすい手がかりとして、表題に「倫理」とついている二つの論文（集）を見て

みましょう。先ほどから問題化しております『プロ倫』と、中期から後期の『世界宗教の経済倫

理』という論文集です。これは、「儒教と道教」、「ヒンドゥー教と仏教」、「古代ユダヤ教」など、

論文といってもそれぞれ大著になるようなものですが、それら全体をヴェーバーが『世界宗教の

経済倫理』と名づけた一連の仕事です。両方とも表題に「倫理」とありますから、そこからヴェ

ーバーが倫理について何を問うているか、何を問題化しているかを見てみようというわけです。 
 まず、『プロ倫』の中にある、倫理の何を問題にするのかということを書いた部分です。 
 

われわれにとって重要なのはもちろん、当時の倫理綱要において理論的にそして公的に説か

れていたことではなく、それとはまったく別のこと、すなわち、個々人の生活態度に方向性

と基礎を与えるところの、宗教的な信仰とその宗教的な生活実践によって生み出された心理

的駆動力（die psychologischen Antriebe）を明らかにすることである。 
 
倫理が人々の心理に働きかけ、どういう行動に出させるのかというその「駆動力」を問題にする

のだというのがヴェーバーの問いです。一方、『世界宗教の経済倫理』でも、まさにその序論中の

序論の冒頭にわざわざこう書いています。 
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ここで考察されるのは、神学綱要における倫理学説などではなく、宗教の心理的また実働的

な連関に作動している行為への実践的駆動力（die praktischen Antriebe zum Handeln）である。 
 
ここでも同じことを言っていますから、行為への実践的・心理的駆動力への関心が、理解社会学

の中心に、あるいは少なくとも核のところにあるのは、どうも間違いなさそうだということが見

えてまいります。 
 では、行為への実践的駆動力がどうして問われたのかを、まずは先ほどのゾンバルトとの関係

で考えてみましょう。 
 先ほども申しましたように、ゾンバルトは近代資本主義の起源（Genesis）を問うています。そ

こでゾンバルトが何をそれとして問うているかといえば、「営利を目的とする資本主義的企業の生

成」を問題にしているわけです。1902 年の著作で、経済活動の「ライトモチーフ」として「必要

充足」と「営利」を区別し、自分たちの生活のための「必要充足」ではなく、経済行為による「営

利」を自己目的とする組織である「企業」の生成を問い、これを「資本主義の起源」として問題

化しているわけです。 
 それに対して、ヴェーバーは「資本主義の精神」を問題にしているのですね。これは、自分の

経済行為で資本の増加を自己目的と考えるのが各人の義務であると認める精神態度のことです。

この精神態度のことを、ヴェーバーは「生活態度を導く倫理的な色彩を持つ格率（Maxime）」であ

るとして、晩年にはこれを「エートス（Ethos）」と名づけています。 
 注意したいのは、ヴェーバーが『プロ倫』でここに注をつけ、「ゾンバルトとの問題の立て方の

違いはここにある」とわざわざ言っていることです。ゾンバルトは資本主義のシステムと精神と

を同一視し、資本主義の企業の生成を問題化するとともに、精神の生成もそれと同一と見て両者

を区別していないのですが、これに対して、その両者を区別しなければいけないというのがヴェ

ーバーのポイントです。担い手の主観的意識（格率）の生成を独自の問題とし、資本主義の組織・

企業の成立とは独立して考えなければならない。そこを問題化するのが自分とゾンバルトとの違

いなのだと、わざわざ注をつけて言っています。 
 つまり、この問題を考えなければ、ヴェーバーの問いの核は見えてこないということです。行

為への「心理的な駆動力」を解くのが理解的方法の課題で、ヴェーバーは資本主義企業の生成と

それを同一視していないというところがポイントです。ヴェーバーの観点からすると、資本主義

的と言われうるような組織の形ならば古代からあり得たのです。これがゾンバルトとの関係です。 
 もう一つ、先ほどシュモラーが出ましたので、シュモラーについても考えてみます。 
 シュモラーは、精神なき専門人を生み出してしまうというところに資本主義の問題を捉え、そ

れを既に問題化していました。では、それに対してどう対応したのかということです。その解決

の仕方がシュモラーとヴェーバーではどう違うのか。 
 シュモラーは、その問題解決の通路を、科学的心理学を基礎とする「倫理的科学」と名づけて

います。実はヴェーバーは、『プロ倫』と同時期に出した一番有名な方法論論文の冒頭で、このシ

ュモラーの「倫理的科学」を批判しているのです。『社会科学及び社会政策の認識の客観性』とい

うタイトルを持つ、一般に『客観性』と言われる論文です。 
 シュモラーは「国民経済に於ける正義」の中でこう言っています。 
 



7 
 

人間においては、（快・不快など）低次の感情と並んで、理知的な、審美的な、道徳的な感情

といった高次の感情が存在し、これらの感情が生活に理想的な目標点を与えている。……（そ

れゆえ）正義の理念は、必然的な心理過程から発生し、国民経済的な生活にも必然的に影響

を与える。 
 
つまり、この必然的な心理過程を追求すれば、心理学の方法によって倫理的な理想を捉えること

ができるというのがシュモラーの観点だったわけですね。シュモラーの「倫理的科学」は、科学

的心理学の知見によって正義の理念を洞察し、これによって資本主義が起こしている問題を乗り

越えようという戦略だったのです。 
 これに対してヴェーバーは、科学的心理学ではだめだと『客観性』論文で繰り返します。シュ

モラー提案は「倫理的進化論と歴史的相対主義の結合」だと言っています。どうして進化論と相

対主義なのかというと、シュモラーは心理過程が必然的に高次の目標である倫理的・心的態度を

生み出すのだと言っていて、だんだん高次になっていくという話ですから、その過程を実際に追

求したところで、その都度得られる結論は、発展段階のある中間の部分しか見えていないという

ことになります。それは進化論で、しかも、その都度見えてくるのは相対的な真理でしかない。

よって、その範囲しか理解できないではないかというわけです。 
 さらに、心理学は、社会生活の複雑な諸現象をできる限り単純な心的諸要因に還元し、法則的

に反復される心的現象の知、例えば「防衛機制」などの心理的対応として解釈するなど、その諸

要因の機能連関を解釈する方法であるから、それで個性的な対象、つまり歴史的なある時点での

具体的な行為について説明できるのか、とヴェーバーは問うています。『客観性』論文の中でも、

「（心的態度について）問題となるのは、相互にきわめて異質で、きわめて具体的に組み合わされ

た心的動機と影響とである」と言っています。例えば、中産階級がプロテスタントの厳しい宗教

的専制を受け入れたのはどうしてなのかという問いは、まさにそのときの具体的な人々の動機を

聞いているわけで、一般的な心理法則を適用する仕方の解釈でそれが理解可能なのか、とヴェー

バーは問うているのです。そういうところにシュモラーとヴェーバーの違いがありまして、まさ

にシュモラーに対置して、行為への実践的駆動力こそが問題なのだという点が出されています。 
 
 ゾンバルトとシュモラーという２人との関係を見てきましたが、『客観性』論文を読んでいくと、

ヴェーバーの当時の学問状況全体に対する対応が見えてきます。 
 ゾンバルトは、資本主義の組織と資本主義の精神を一体化させ、一元的に理解しました。ヴェ

ーバーは、これを分けようと言っています。それからシュモラーは、自然主義、つまり自然科学

的な心理学の知見をもって倫理的な問題を解決しようとしました。ヴェーバーは、これに反対し

ています。このヴェーバーが問題化した２人の態度は、実は同時代の学問状況全体の問題でもあ

るというのがヴェーバーの見方です。『客観性』論文から、同時代の学問状況に対するヴェーバー

の危機意識をちょっと見てみましょう。 
 
（今日では）文献学から生物学に至るまで、ほとんどすべての学問が、ときに、専門知のば

かりでなく、「世界観」の生産者でもあるという自己主張を掲げるようになった。しかも、近

代の経済変動が文化にとても深刻な影響を与え、とくに「労働者問題」の領域があまりに多

くの問題を抱えるようになったので、それに圧倒されて、自己批判を欠いた認識がいずれも
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避け難く一元論の傾向に連なり、当然のようにこの道に進んでいる。 
 
つまり、専門研究ですから専門知の生産者であることは当然なのですが、それだけでなく世界観

の生産者でもあると自己主張するようになっている。しかも、近代の経済変動が文化にとても深

刻な影響を与えている。資本主義化が人間を「精神なき専門人」にしてしまうといった深刻な問

題を起こしていることは、先ほどシュモラーも言っていましたが、皆に共有された問題状況であ

ったわけです。そして、そのように労働者たちが多くの問題を抱えるようになったので、それに

圧倒されて学者たちの中に自己批判を欠いた認識が避け難くなり、いずれも一元論の傾向につな

がっていってしまっているということが、ヴェーバーの当時の学問に対する危機意識の中心にあ

りました。この危機意識が新しい学問創設への志向につながっていると見ることができます。 
 資本主義の成立あるいは起源という問題と同時代の学問への全体的な批判を比べると、ヴェー

バーにとってどちらが大きいのか。これはそれぞれの判断にもよるのかもしれませんが、『客観性』

論文を見る限り、資本主義の精神、資本主義の起源というより、同時代の学問全体を批判しよう

として問題に取り組んでいるように思えます。先ほど大塚久雄という名前を出しましたが、日本

では特に経済学が先頭になってヴェーバー受容が進んだため、資本主義を最初に問題化しがちで、

その方向で理解がかたまってしまっています。しかし、安藤先生も私もそうですが、むしろ社会

思想史といった観点からヴェーバーを理解することがとても重要です。その観点からすると、『客

観性』論文で述べられているような問題はものすごく重要なのではないかと私は思っています。 
 ヴェーバーは『客観性』論文の中でこう言っています。 
 

いわゆる歴史的出来事もまたやはり現実全体の一部分であるし、すべての学問研究の前提で

ある因果原理が、あらゆる出来事を一般的に妥当する「法則」に還元することを要求してい

るように見えていて、ついにはそうした思想をまともに受け取ってきた自然諸科学の圧倒的

な成果がもたらされたものだから、科学研究の意味とは出来事一般の法則の発見に他ならな

いと見做されるようになっている。 
 
19 世紀以降、自然科学が大きな成果を上げ、科学の時代になりますと、社会科学も自然科学の隆

盛に巻き込まれていくわけです。歴史的出来事も現実全体の一部分であり、すべての学問研究の

前提に因果原理があって、学問の営みとはあらゆる出来事を一般的に妥当する「法則」に還元す

ることだと思えてきてしまう。法則を求めたり因果性を求めたりするという思想をまともに追求

したのが自然科学であって、その自然科学が圧倒的な成果をもたらしたものだから、科学の意味

そのものがそこに一元化してしまって、自然科学者だけでなく社会科学者、人文科学者もそれに

巻き込まれているというのがヴェーバーの危機感です。そして、それを自然主義的一元論（der 
naturalistische Monismus）という問題として語っています。 
 

社会主義的な批判と、歴史家の研究とが、本源的な価値観点を問題とし始めたとき、一方で

は生物学的研究の力強い発展と、他方ではヘーゲル流の汎論理主義のために、国民経済学は、

概念と実存との関係を余すところなく明瞭に認識することができなかった。その結果、……
自然主義の観点は、決定的な個所で、今なお克服されていない。 
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社会主義的な批判や歴史家の研究が盛んになって、本源的な価値観点を問題とし始めたとき、生

物学として人間を考える研究が進展し、他方ではヘーゲル、マルクスという思想の流れが進展し

たものだから、国民経済学がそれに巻き込まれ、自然主義的な傾向が今の主流になってしまって

いると言うのです。これに対抗する形でヴェーバーは、ある人々の行為の動機をどう捉えるかと

いう具体的なところに問題の焦点を当てなければいけないということで、それを理解社会学と言

っているのです。時流の自然主義的一元論に対抗して、心的動機の個性認識を目指す理解社会学

を対置したというのが、ヴェーバーの学問的位置というか戦略なのですね。 
 自然主義的一元論に関してもう少し見ていきたいのですが、一つはマルクスの唯物論です。土

台と上部構造、つまり経済的土台によって意識や文化が語れるというのがマルクス主義の唯物論

的世界観の肝で、まさに一元的に語れるというわけですが、これに対してヴェーバーは、「時代遅

れの信仰」だと、ちょっと強い言葉を投げかけています。もっとも、経済的な構造から意識など

を考えることについて全く否定しているわけではなく、「社会現象と文化現象を、経済的な条件づ

けや影響範囲にあるとの特別な観点から分析することは、みのり豊かな創造性に富む学問的原理

であった」と書いています。ただし、それで全部が決定されると見て、独断的な経済決定論にな

ってしまうことが問題で、ヴェーバーと同時代の人々の間でなお流行っている古い唯物論的歴史

観が問題なのだと言っています。 
 もう一つ、ヴェーバーはニーチェのルサンチマン論についても言及しています。ニーチェ全体

を問題にするというよりも、その言説の中から特にルサンチマン説に対して、救済要求や神義論

をルサンチマンだけから考えるという一元的な見方を批判するのです。抑圧（Verdrängung）とい

う心理現象としての宗教理解、つまり奴隷の反乱といった図式を一般化して振り回す宗教理解、

その普遍的な適用はいけないというのがヴェーバーの見方で、こともあろうにニーチェは仏教の

例にまでそれを適用してしまっていて、さすがにそれはまずいとよくわかるだろうと言います。

一般化図式による一元的決定論への批判がヴェーバーの眼目だということが、ニーチェ批判から

もわかると思います。 
 もう一つは、先ほど生物学と言いましたが、ダーウィニズム、人種主義です。ヴェーバーは『客

観性』論文の中でこのように言っています。 
 
諸国民間の政治上また商業政策上の世界争奪戦がいよいよ激しくなった今日、人類学におい

ても同様な一元論の傾向が現れている。すなわちここでも、すべての歴史的出来事は、「究極

において」、先天的な「人種的資質（Rassenqualitäten）」が相互に絡まり合って作用した結果と

して生じているという信仰が広がっているのである。 
 

しかもここでは、「民族性（Volkscharaktere）」を単に無批判に記述するというのではなく、そ

れに代わって、「自然科学的」な基礎の上に独自な「社会理論」を打ち立てようという、もっ

と無批判な企てが登場したのである。 
 

文化事象の原因をもっぱら「人種（Rasse）」に因果的に遡及させる企ては、単にわれわれの無

知をさらすものにすぎないのであって、こうした状態は、「環境」を引き合いに出したり、そ

れ以前には「時代状況」を引き合いに出したりしたのと同様に、方法的に修練を積んだ研究

によって徐々に克服されるのが望ましい。 
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ヴェーバーは、先天的な人種的資質が一番問題だという考え方や観念を「信仰」と言っていて、

これも一元論の見方だと理解しています。今でもドイツ人はこうだ、日本人はこうだというよう

な言い方をしたりしますが、この時代は、民族性を実体化し、批判もなしに何々人はこうだとす

る言い方が科学の中に流入してしまって、単にそれを語るだけでなく、自然科学的な基礎によっ

て独自の社会理論にしようとする人たちまで出てきたので、そこが問題だと言っているわけです。

「人種」に因果的に遡及させるのは無知の証拠であり、そのような人種論は方法的に修練を積ん

だ研究によって徐々に克服されるのが望ましいというのがヴェーバーの見方です。 
 ここで、19 世紀というのはどういう学問、どういう思想が出てくる時代だったのかを、主要な

ものの年表で概観してみましょう。 
 
年表 
1849 年 キルケゴール『死に至る病』 （実存主義） 
1859 年 ダーウィン『種の起源』   （進化論） 
1867 年 マルクス 『資本論』第１部 （唯物史観） 
1868 年 ヘッケル 『自然創造史』    （一元論） 
1883 年 クニース 『歴史的立場に立つ政治経済学』 
1886 年 ニーチェ 『善悪の彼岸』 
1895 年 プレッツ 『民族衛生学の基本指針』（優生学） 
1899 年 フロイト 『夢判断』     （精神分析） 
1900 年 シュモラー『国民経済学概論』 
1902 年 ゾンバルト『近代資本主義』 
1904 年 ヴェーバー『社会科学と社会政策に関わる認識の客観性』 
1904-5 年 ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』 
 
 キルケゴールの実存主義がどんな存在だったかというのは問題がありますが、ダーウィンの登

場は確かにすごく大きな影響がありました。ダーヴィンとマルクスが相前後して生まれた時代で

す。そして、ヘッケルという人物については、佐藤恵子さんの『ヘッケルと進化の夢』という本

が少し話題になりました。そこではヘッケルの『自然創造史』が扱われているのですが、まさに

自然はどのように生まれてきたかという内容で、ダーヴィン、ゲーテ、ラマルクを基礎に置いて

人間の進化を議論しています。私は知らなかったのですが、そこでは、白人をトップに、だんだ

んと鼻が突き出ていく顔の形の序列で狭鼻猿類（Katarrhinen）が進化してきたのだと語られている

そうです。ダーウィンの進化論から、ヘッケルによって、こういうある種の一元論的な人種主義

の考え方がかなり大々的に登場していた。さらにプレッツという優生学の人もいました。ヴェー

バーもプレッツと熱く論争をしていますが、優生思想を学問化したのがプレッツなのです。 
 ヘッケル、プレッツというのは、ドイツの歴史からすると、ナチズムにつながっていく思想の

系譜です。自然主義的一元論の問題は、進化論が出てきて、人種主義が出てきて、優生思想が出

てきて、そこからナチズムに結びついていくのです。ヴェーバーはナチの時代にはもう亡くなっ

ていますので、ヴェーバーとナチの問題については何も断定的には言えません。もし 30 年代 40
年代にヴェーバーが生きていたらどのように振る舞っただろうと考える必要がないわけではない
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のですが、ただ、20 世紀初頭にこのような学問に対してヴェーバーが警鐘を鳴らし、それに対抗

する形で理解社会学が生まれていることは、きちっと銘記しておく必要があると思っています。 
 要するに、第一部で確認したいのは、理解社会学という学問の企図がどこから生まれているの

かということです。そこが資本主義の起源みたいな議論で隠れてしまっているというのが私の見

方です。つまり、ヴェーバーにとっては、今見てきた自然主義的一元論への批判という思想的ス

タンスがものすごく重要なのですね。そして、その観点から、行為への駆動力、現にある人々の

その行為がどのような心理的な力によって生まれたのかということを具体的に解明しなければい

けないと考えた。そのようにしてこの解明的理解の方法が企図されたということであります。 
 ここまではちょっと方法論的に一般的なお話をしてまいりましたが、＜理解＞とはどんな意味

なのかということを、もう少し具体的に近代日本の歌謡の精神史に即して考えてみたいと思いま

す。それでは、第二部に進んでまいります。 
 
第二部 理解社会学の視点から見た日本近代の歌謡の精神史 
 第二部では、理解社会学の視点から見た日本近代の歌謡の精神史として、日本の民衆が戦争翼

賛に向かう心情を考えてみたいと思います。 
 日本ではよく「平和と民主主義」という言い方がされます。これは戦後の言説で、軍国主義、

軍部独裁が戦争をもたらしたという反省から、日本国憲法は「平和と民主主義」を核にし、戦後

は「平和と民主主義」で行くのだということで、「平和」と「民主主義」はセットと思い込んでい

るわけです。「民主主義」であれば「平和」、あるいは「平和」であるのが「民主主義」というふう

にセットで考えており、そう語ってしまうことが多いのですが、実際はどうなのかというところ

から始めてまいります。 
 近代日本の歴史において民主主義の時代は三つほどあります。自由民権運動の時代、大正デモ

クラシーの時代、それから戦後民主主義の時代です。この三つが、まさに日本の近代史の中で民

主主義の時代として語られる時代ではないかと思います。そして、それを大事にしなければいけ

ないということで日本の近代史が語られ、あるいは学校で教えられています。 
 ところが実際には、民主主義の時代の直後に戦争が起こっているのです。1889 年に大日本帝国

憲法ができ、その５年後の 1894 年には日清戦争が起こりました。大正デモクラシーについては、

1925年に普通選挙法が制定された６年後の1931年に満州事変が起こりました。それから戦後も、

すべてが平和だったわけではなく、1950 年には朝鮮戦争が起こっています。朝鮮戦争では日本が

出撃基地となり、それによって日本の戦後復興が可能になりました。戦争に依存した日本の戦後

ということがあるわけです。 
 つまり、民主主義と戦争は別々にあるものではない。これはどうしてでしょうか。むしろ民主

主義が戦争を主導したとも考えられるのです。ここで考えなければいけないのは、戦争の担い手

となった民衆の駆動力（Antrieb）です。民主主義によって人々が戦争に駆動されたとするなら、

そこのところを考える必要があると思っているわけです。 
 そこで、特に大正デモクラシーに注目し、そこからどう戦争へ続いたのかを考えてみたいと思

います。ここで歌謡が出てくるのですが、まず三つの歌を聞いていただきます。 
 

「故郷」 
 兎追いし かの山 
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 小鮒釣りし かの川 
 夢は今も めぐりて 
 忘れがたき 故郷 

 
もっと聞いていたい方もいらっしゃるかもしれませんが、時間の関係で１番だけお聞きいただき

ました。この有名な「故郷」という唱歌は、どなたもご存じかと思います。1914 年に『尋常小学

唱歌』の第６学年の教科書に出てきています。 
 もう一つは「この道」です。 
 

「この道」 
 この道はいつか来た道、 
 ああ、さうだよ 
 あかしやの花が咲いてる。 

 
唱歌や童謡を素材にするときは、レコードですと歌が上手過ぎてしまうので、もう少しベタに子

供たちが歌う形で聞いたほうがいいような気もしますけれども、ともあれ童謡としては代表作の

一つかと思います。 
 もう一つ聞いていただきたいのは、1926 年に「この道」をつくった北原白秋という詩人が 1930
年代につくった歌です。これは恐らく皆さんあまり聞いたことがないと思います。 
 

「万歳ヒットラー・ユーゲント」 
 燦たり、輝く 
 ハーケン・クロイツ 
 ようこそ遥々、西なる盟友、 
 いざ今見えん、朝日に迎へて 
 我等ぞ東亜の青年日本。 
 万歳、ヒットラー・ユーゲント 
 万歳、ナチス。 

 
私自身は今はもう大学を退職していますが、教室で学生にこういう歌を聞かせるとき、外に漏れ

たら危ないのではないかとか思ったものです。ヨーロッパなどでこれを流すと犯罪になるのでは

ないかと思われるような歌です。ともあれ、これは紛れもなく北原白秋がつくった曲でして、こ

のつながりをどう考えたらいいのかということです。つまり、どうして人々は唱歌・童謡から軍

歌に向かうのか。そういう人々の心情を理解したいということです。 
 まず、唱歌から童謡への流れを考えることがポイントです。 
 郷愁とナショナリズムの時代については、既に語られてきています。20 世紀初頭はそういう時

代だったと言えまして、もう議論している人々がいます。世界戦争が始まる時代ですから、これ

は日本だけでなくほかの国にも見られる現象で、この総力戦時代の世界における郷愁の心情と国

民歌謡の誕生については、例えばアメリカでも、「America the Beautiful」という歌が 1910 年に誕

生しているということがあります。この歌はアメリカの風景を「美しい」と歌っており、アメリ
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カの第二の国歌とされています。国歌に次ぐ愛唱歌であります。またドイツでも、1922 年に

「Deutschland, Deutschland über alles」が国歌になっています。それに先行して、イギリス、フラン

スでは 18 世紀に同様の歌がつくられています。 
 20 世紀の冒頭が、世界戦争の時代であると同時に、ナショナリズムの時代であったことは間違

いないでしょう。ただ、一般的に時代状況としてそうだったと言うだけでいいのかという問題が

ありますね。というのも、民衆がどうしてそのナショナリズムに動員されたのかという問題は、

それほど簡単に言えることではないだろうと考えられるからです。 
 日本では明治初年から唱歌教育が国民の訓育として重視されました。伊澤修二という人が中心

人物ですが、1881 年に既に『小学唱歌集』という教科書がつくられています。音階教育がかなり

重視されており、そこにはちょっとおもしろい意味もあるのですが、ひとまず省きます。 
 日本の学校制度は、日本の国家体制が形成されていく時期、1889 年の大日本帝国憲法発布とと

もに整備されました。先ほど自由民権運動の後に戦争が起こっていると言いましたが、それと並

行して学校制度が整備されていることがポイントです。1900 年の第三次小学校令というのが重要

で、義務教育が無償化されています。一般庶民にとって授業料を払って学校に行かせるのは大変

なことでしたが、この 1900 年の小学校令で義務教育が無償化さ

れると、日本の就学率は 90％を超えました。世界的に見ても非

常に早い時期に、みんなが学校へ行くようになったということ

です。 
 それと並行して、1910 年には『尋常小学読本唱歌』ができて

います。伊澤修二がつくった 1881 年の教科書では、唱歌ですか

ら日本語の詞をつけてはいるものの、曲そのものは西洋からか

りていました。ところが、この『尋常小学読本唱歌』で初めて、

詞も曲も日本でつくった国産唱歌の教科書ができたというわけ

です。1910 年の教科書は１冊ですが、1911 年からは、１年から６年まで学年ごとに段階を追って、

一貫した体系的な国定教科書ができました。 
 唱歌の問題点についても、既に議論されています。最近のものでいえば、『唱歌の社会史』とい

う本があります。そこでは、唱歌は懐かしい心情をかき立てるが、実は危ういものであるという

議論がされています。中でも特に国文学研究の中西光雄さんは、このように唱歌の歌詞分析をし

ています。 
 
唱歌には鄙が表現されません。学校は全国に存在しましたが、あくまで均質的な教育を施す

場で、中央集権的な美意識を子どもたちに教えようとしたからです。……つまり全国どこの

学校も都なみの美意識が強制されました。これは、中央集権化を意図する明治政府の意向に

まことにかなったものだったと言うことができます。 
 
つまり、鄙は表現されず、みやびな都の価値観、美意識が教えられているというわけです。唱歌

の歌詞を分析すると文部省の意図、明治政府の意図がわかると言われていて、唱歌は確かに懐か

しい気持ちをかき立てるけれども、実は中央集権的で危ういものなのだという議論を展開され、

それがこの『唱歌の社会史』の基調を成しています。 
 これも悪くはないのですが、それで十分なのかということです。そもそも「文部省唱歌」とい

 
 
 
 
 
 

唱歌教科書 
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うのですから、その制作者たる政府・文部省の意図がわかるというのは、なるほど確かにわかる

ことでしょう。ただ、受け取る民衆の側の感情や行動をそれで理解できるのかという問題がある

のです。あるいは、美意識が強制されたといっても、美意識というのは簡単に強制されるような

ものなのだろうか。上からこれが美しいものだと言われれば、そうだなと思ってしまうのか。そ

の辺は、先ほどの＜理解＞という点で、やはり行為者本人たちの内面に立ち入って、それを受け

入れるほうの動機、受け入れるほうの感情をしっかり理解しなければまずいのではないか。その

方法として考えてみると、悪口を言うわけではありませんが、国文学者としての歌詞分析のみで

は、ちょっと足りないのではないかということです。戦争をする人々としての民衆がそれをどう

受け取ったかという動機理解、民衆の行為への駆動力の解明が必要で、そこに理解社会学の課題

が重なると私は思っています。 
 先ほど１年生から６年生まで一貫した体系的な国定教科書ができたと言いましたが、その曲目

の配列も全部決まっていました。90％以上の子供たちが学校に行くようになると、ほぼすべての

子供たちが同じ音楽教育をされたわけですが、例えば、先ほどの「故郷」が載っている第６学年

用の曲目配列を見てみると、「明治天皇御製」から始まって「卒業の歌」まで、まさに６年生の１

年間はこの順番で歌わせるということでストーリーになっているのですね。これは確かに、教育

目的に沿って体系的につくられていることがよくわかります。 
 「故郷」は第５番目ですが、その次に「出征兵士」というのがありますので、少しだけ聞いて

みましょう。 
 

「出征兵士」 
 行けや、行けや、とく行け、我が子。 
 老いたる父の望は一つ。 
 義勇の務、御國に盡し、 
 孝子の譽、我が家にあげよ。 

 
これは恐らく貴重なもので、あまり聞かれたことがないと思いますけ

れども、「故郷」の歌詞に立ち入るまでもなく、「故郷」の直後にこれ

が教えられているという、ここに込められた意図はかなりはっきりし

ていると言わざるを得ません。国家意志の表現ということは言えます。

ただ、ここで一度立ち止まりましょう。それはそうなのだけれども、

それをどうして民衆が受け入れたのかを考えなければいけないという

ところがポイントです。 
 まず、「唱歌」と「童謡」という二つの言葉があります。これは両方

とも子供の歌と捉えられ、あまり区別されないのですが、1910 年に最

初の国産唱歌集ができ、これに反発して 1910 年代後半に童謡運動が起

こったという歴史的な経緯を、少し理解しておく必要があるのだろう

と思います。「童謡」は、実は「唱歌」に対抗する形で生まれているの

ですね。『赤い鳥』が 1918 年に創刊されていますが、「世間の小さな人たちのために、芸術として

真価ある純麗な童話と童謡を創作する」とありまして、つまり、芸術として価値があるのかとい

う問いの声がさまざまな文学者から上がったというわけです。『赤い鳥』だけでなく、『金の船』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『赤い鳥』創刊号 
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という童謡・童話集も創刊されました。 
 こういった文化事象が起こってきたというのは、どういうことなのでしょうか。そこには制作

動機の転換があったと考えられます。 
 まず「唱歌」のほうは、学校教育ですから、教科の内容について教師向けの指導書がありまし

た。その中から福井直秋という人の『尋常小学唱歌伴奏楽譜歌詞評釈』を見てみましょう。この

歌はこういう意図でつくられたものだからこのように教えなさいといったことが教師向けに示さ

れた本ですが、このように書いてあります。 
 
小学校生徒は遊学して居る時代でないから故郷といふ題目は了解に苦しむだらうと云ふ人も

あらうが、我現在成長しつつある処即ち故郷は此の如く懐しいものであると云ふ感じを吹き

込むつもりで作つたのである。郷土を愛するの念は、これ国家を愛するの念なり。郷土を思

ふの念は郷土を離れて始めて沁みじみと感じられる思ひである。郷土を離れたものの愛郷の

情を想像させることは訓育上智育上恰好の材料ではあるまいか。 
 
子供たちはずっと故郷にいて、離れていないのですから、故郷を懐かしいなどとは思わないので

すね。この指導書では、それはその通りで、子供たちが故郷を懐かしまないことはわかっている

けれども、外からそういう感情を吹き込むつもりでつくったのだと言っています。まさに文部省

の意向を非常に正確に表現している言葉だと思います。白秋はこれに「童謡」で対抗し、1921 年

にこのように言っています。 
 
子供は子供として真に遊ばしめ、学ばしめ、生かさしめ、光らしむべきであって、従来の大

人の為の子供、大人くさい子供たらしめる教育法はその根本に於て、実に恐るべき誤謬だつ

たと云ふ事だ。芸術自由教育の提唱がここに於て当然光り輝いて来る。私たちはここに於て

現代の日本の子供の為に、而もなほこれから生れて来る子供、その子供の子供の為に奮つて

起つ。愛の為に立つ。 
 
文部省の唱歌教育の指針と比べると、何だかいい感じがしますよね。繰り返しますが、問題は、

この白秋がどうして軍歌をつくるようになっていくのかという話です。 
 白秋は「童心主義」ということを言っています。子供は子供らしい歌、子供が歌いたい歌を歌

わなければいけないのだから、上から押しつける教育であってはならない。童心そのものを表現

し、自由教育をするのだというのですが、当然これには詩人たちから疑問が起こりました。つま

り、詩人たちも大人ですが、白秋ももう大人で、大人が子供の歌を作るというのなら、それで作

られた歌が童心そのものを歌っているといえるのかという問題です。子供の心情をちゃんと歌わ

なければいけないというが、しかし、作っているのは大人ではないかと。子供の歌をというのは

結構なことだけれども、大人の作るそれが本当に子供の心情の歌と言えるのかという疑問が、作

者である詩人たちから起こってきました。 
 そういう疑問を西條八十が呈したとき、白秋は、ちょっとまずいと思ったのか、このように言

っています。 
 

私の童謡は幼年時代の私自身の体験から得たものが多い。ああ、郷愁！郷愁こそは人間本来
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の最も真純なる霊の愛着である。此の生まれた風土山川を慕ふ心は、進んで寂光常楽の彼岸

を慕ふ信と行とに自分を高め、生みの母を恋ふる涙はまた、遂に神への憧憬となる。此の郷

愁の素因は未生以前にある。 
 
子供の歌とまでは言えないにせよ、自分にも同様に幼年時代があったのだから、自分の童謡はそ

の自分自身の体験から得られているし、さらに、郷愁は人間にもともと備わっているものだから、

そのもともと備わっている郷愁を歌うことによって、大人も子供の心情に触れられるのだという

考え方です。 
 「郷愁はもともと備わっている」という考え方、これを郷愁の本質主義と呼びたいのですが、

白秋が言っていることだけでなく、そのような郷愁がどんな時代に響き合ったのか、どんな人々

に出会い、どんな人々の感情を捉えたのかという問題をこれから少し考えてみようと思います。

つまり、白秋のいう童心主義とて上から押しつけることになりかねないわけで、それをすべて受

け入れるという時代状況があったのかと考えるところで、＜理解＞の内容に入ってまいります。 
 
 1910 年代は、まさに植民地主義が進んで世界戦争が起こる時代、覇権拡張というナショナリズ

ムの時代でした。先ほど述べたように、世界各国で戦争が起こり、日本も含めて一般にナショナ

リズムの時代だったと理解されています。でも、その内実において本当

にそう言ってしまえるのか。人々の心情において本当にそう受け止めて

いると理解できるかという問題をさらに追求しなければならないと思

います。確かに世界戦争の時代でナショナリズムだったとしても、国家

の指導者たち、あるいは軍人たちではなくて、民衆がなぜナショナルア

イデンティティに自分の本質を確認したくなるのかという問題は、やは

り考えなければいけません。そこまで突っ込まないと、民衆の心情に迫

ったということにはならないのだろうと思います。 
 そうすると、そのとき国家とともに民衆がどのように動いていたのか

が重要です。民衆の行動、行為を考えたいということです。 
 1902 年に『成功』という雑誌が、1905 年に『渡米雑誌』という 
移民専門誌が創刊されていますが、その当時の人々にとって、立身出世、

海外雄飛、成功というのが生のシンボルでした。一種のブームですね。

社会主義者として有名な片山潜が『渡米案内』を書き、アメリカへ行こ

うという動きの旗振り役でした。 
 渡航者の推移を見てみますと、日本人たちは 1880 年代から移民という

形で海外に出かけているのですが、最初の主な渡航先は北米とハワイで

した。 
ハワイへはシュガープランテーションの労働者として駆り出されたので

すが、やがて 1900 年代に入ってくると、万の単位でどんどん行っている

ことがわかります。ところが、あまり日本人が行き過ぎるものですから、

北米とハワイはだんだんそれを止めようとし始めます。そのため、1920 年代の中ごろからは、ブ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

雑誌『成功』 

 

 
 
 
 
 
 
 

片山 潜 

 
 
 

片山 潜 

』 
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ラジルを中心とした中米、南米へと展開しています。 
 1900 年代には、この写真のように、「JAPS KEEP 
MOVING」、日本人は出ていけというわけで、白人た

ちの黄禍論、日本人排斥運動が起こっています。1907
年のバンクーバー暴動が有名ですが、カナダのバン

クーバーで日本人を標的にした暴動すら起こったの

です。それで日米間の外交案件になり、だんだんとア

メリカが門を閉ざしていき、1924 年には、排日移民

法というか、移民・帰化法を改正して日本人が来にく

くなるような形にしたということがありました。 
 そのようにして北米への海外雄飛の夢は挫折した

ものの、1910 年に朝鮮を植民地にしますと、台湾、

朝鮮、そして 1930 年代には満州へと、行き先が変わっていったわけですね。しかも、人々が日本

の植民地に向かうという方向で、より強力に動いていきました。日本は多くの国民が海外へ移動

する国だったわけですが、それは民衆を巻き込んでの移動だったことを理解しなければいけませ

ん。人々が動いたこの時代に特有な状況と行動に関連させて民衆の心情を理解しなければいけな

いだろう、というのが私の考えです。 
 1917 年にこういう歌が出来ています。 
 

「さすらひの唄」 
 行こか、戻ろか、オーロラの下を、 
 露西亜は北国、はてしらず。 
 西は夕焼、東は夜明、 
 鐘が鳴ります、中空に。 

 
佐藤千夜子というソプラノ歌手が歌っています。日本で最初

のレコード歌手ですが、その売上数が 27 万枚というのはす

ごいですよね。この前調べてみたら、すごいヒット曲を連発

したと言われる 1980 年代アイドルの中森明菜でも、一番売

れたもので 70 万枚ちょっとぐらいでした。今はレコードや

CD の時代ではありませんから売り方が違っていて、100 万
ダウンロードとかいう数字もつぎつぎと出て同じようには

数えられなくなりましたけれども、ともあれ、1910 年代にレ

コードで 27 万枚というのはすごい大ヒットだと思います。

こういう歌が流行り、民衆に受けたのです。 
 それが 1922 年になるとどういう歌になるのか、お聞きく

ださい。 
 
 「馬賊の唄」 
 僕も行くから君も行け 

国家体制再編の１９２０年代 

1919 三一独立運動、五四運動 

   ヴェルサイユ条約調印 

1921 ワシントン軍縮会議 

   市制・町村制改正（選挙権拡大） 

1922 全国水平社、日本共産党結成 

      シベリア派遣軍撤退声明 

1923 郡制（大地主の地方支配基盤）廃止 

   関東大震災 

1925 日ソ基本条約調印 

   普通選挙法・治安維持法成立 

1926 地方普通選挙制 

1927 金融恐慌 

   第一次山東出兵 

1928 各県警察に特別高等課設置 

1929 日本共産党大検挙（4.16事件） 

1930 金輸出解禁 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1900年代北米の日本人排斥運動 

 

 
 
 

片山 潜 
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 狭い日本にゃ住みあいた 
 浪立つ彼方にゃ支那がある 
 支那には四億の民が待つ 
 俺に父なく母もなく 別れを惜しむものもなし 
 ただ痛わしの恋人や 夢に姿をたどるのみ 

 
1910 年代から 1920 年代への変化ということですが、しかも、これが大ヒットしたことがとても

重要だと思うのです。民衆の心情は民衆の行動とともに理解できるというのが、ここで捉えたい

問題であります。流浪は不安だが、黄禍論で排斥されると、今度は大陸制覇が夢になったという

ことがここで語られているわけです。 
 これだけでなく、日本の民衆の中に当時ほかにどういう歌謡文化があったのかにも注目しなけ

ればいけません。1920 年代、大正末期から昭和の時代に入っていきますと、地方新民謡運動とい

うものが起こります。 
 1910 年代は世界戦争の時代でしたが、1920 年代は一般に「戦間期」と言われています。大正ロ

マンチシズムといったことで、普通は「平和な時代」とされていますが、国家制度が再編される

時期でもありました。特に重要なのは地方制度の整備で、市制・町村制が改正され、郡制が廃止

され、地方普通選挙制ができたというのが 1920 年代の体制整備の特徴です。 
 これとともに歌がつくられました。白秋も静岡電鉄の依頼で「ちやつきり節」という歌をつく

っています。電車と狐ヶ崎遊園地のコマーシャルソングとして「ちやつきり節」をつくったわけ

ですが、この時期、商業主義と地方再編がセットになって、いわば民衆の生活の中にこういう歌

が出てきているということです。 
 「ちやつきり節」は有名ですが、各県にどういう歌がどれくらいあるのかを 1938 年に出された

『全国観光地歌謡集成』という本の目次から見てみますと、樺太、北海道から始まって、おもし

ろいのは台湾や朝鮮まであることです。大日本帝国だからということなのですが、この本だけで

1,068曲収録されており、つくられた数は 2,000曲をはるかに超えると言われています。それほど

に地方から自分たちの地域の歌をつくる運動が起こり、短期間の間に 2,000 曲を超える歌がつく

られたということが重要です。文部省など上からのものでも、童謡のように東京を中心につくら

れるものでもなく、地方都市が自分のところの歌をつくったわけです。 
 そこではどんなことが歌われているのかというと、何々はどこどこという歌詞が頻出しており

まして、それで自分の地方を特徴づけようとしていることがわかります。例えば「平塚小唄」で

すと、「道は平塚」あるいは「塚は平塚」など、平塚という土地を特徴づけるのに、道はまさに平

塚なのだといった言い方をしています。「松代節」ですと、これは佐久間象山ですが、「人は象山」

とか「藤は清滝」、「川中島音頭」ですと「朝は越後よ」といったぐあいです。 
 これはどういうことかというと、日本全体の中でその地方がどういう位置にあるのかを一つ一

つ特徴づけていく歌になっているのですね。私は「マッピング」と言っているのですが、日本地

図の中にそれぞれの住んでいる地方都市あるいは地方を置いていくという形で歌がつくられたこ

とが非常に重要だと思います。帝国日本の中に各地方を積極的に位置づけていったということで

す。 
 その頂点が 1933 年の「東京音頭」です。その 
前年の 1932 年に「丸の内音頭」というのができておりまして、これは丸の内ですからまさに地方
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民謡なのですが、1933 年にそれをつくりかえて「東京音頭」にしたということです。 
 

「東京音頭」 
 ハア 踊り踊るなら 
 チョイト 東京音頭（ヨイヨイ） 
 花の都の 花の都の真ん中で（サテ） 
 ヤートナ ソレ ヨイヨイヨイ 
 ヤートナ ソレ ヨイヨイヨイ 

 
皆さんもヤクルトスワローズの応援歌としてご

存じかもしれませんが、何と、このレコードの売

り上げが 120万枚。さっき 27万枚というのがあ

りましたが、120万枚というのはものすごい数で

すね。しかも、「東京音頭」は一人でイヤホンで

聞くような曲ではなく、広場でみんなで盆踊り

をするための曲ですから、１枚のレコードを何

十人、何百人の人が聞いて踊るという形での消費のされ方で、それが 120万枚というのはものす

ごい売り上げだと思います。このブームが地方にも飛び、ロサンゼルスの日本人街など海外にま

で飛んでいます。 
 そこからどうなっていったかといいますと、「東京音頭」の次の年に、同じ曲調で「さくら音頭」

という歌がつくられています。 
 

「さくら音頭」 
 ハア 咲いた咲いたヨ（アリャサ） 
 弥生の空に ヤットサノサ（アリャ ヤットサノサ） 
 桜パット咲いた 
 咲いた咲いた咲いた 
 パット咲いた 大和心の 
 エー 大和心の八重一重（ソレ） 
 シャンシャンシャンときて 
 シャンとおどれ さてシャンとおどれ 

 
「東京音頭」は東京という地方の音頭ですから地方民謡ですが、こうなると、もはや地方民謡と

は言えません。地方民謡が「東京音頭」で頂点を迎えると、次の「さくら音頭」は大和心になる

わけです。これが全国の地方民謡を基盤にした頂点に置かれていることが重要です。歌詞に「九

千余万」とありますが、当時の日本の人口は 7,000万人ぐらいだったのにどうして 9,000余万人な

のかというと、植民地の台湾や朝鮮の人々が含まれて 9,000 余万となっておりまして、地方民謡

を組織する形で大日本帝国全体を統合する歌ができているわけです。 
 戦後、文学者や音楽家が戦争協力をしたという形で戦争責任を問われました。1930 年代には確

かに国家の制度的な整備がなされました。しかし、1933 年の「東京音頭」へ至るまでに、地方民

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京音頭の大流行 
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謡が 2,000曲以上つくられていたのですね。つまり、1920 年代に先行して民衆の歌の参与があり、

その後の 1930 年代に国家的な総力戦体制の制度整備があった。これは逆ではないのです。そのこ

とがとても重要で、民衆の行動の駆動力がどこにあるのかという問題をきちっと捉えないと、例

えば唱歌は明治政府の意図を正確に表現しているという分析だけでは、やはり問題点はわからな

いのだろうと思います。 
 制度整備と民衆の参与との違いというのは、要はシステムとその担い手の意識の違いという問

題で、ヴェーバーの問題意識とつながります。前半で述べたように、資本主義のシステムと資本

主義の精神は分けなければいけないというのがヴェーバーの問題意識だったのですね。資本主義

というシステムと、その担い手がどのように行動するのかを区別し、その担い手のほうに注目す

るのが＜理解＞という方法の問題でありました。その観点がここでも必要と思います。 
 後半で申しましたことは、民衆の植民地責任、戦争責任という問題に繋がります。戦争責任に

ついては戦後すぐ言われ、丸山眞男も「超国家主義」、「上からのファシズム」といったことを言

っています。ただ、戦時中を国家としての軍国主義や超国家主義のみから捉えると、その前提に

ある民衆の行動を問えず、民衆の加害責任が見えなくなります。戦争責任論は国家指導者たちの

問題が中心になってしまうのですが、指導者たちの問題の重要性とともに、並行して民衆のこと

も考えなければ戦争を反省したことにならないのであって、それを考えるに際しては＜理解＞と

いう視角がとても大事だろうということです。 
 もう一つ最後に言いたいのは、近代的社会システムと近代人の生き方（Lebensführung）につい

てです。そのような問題意識を見直す必要がどこにあるのかということですが、現在、新自由主

義を経た資本主義の危機という問題が言われていますよね。このまま資本主義がうまくいかない

と環境を破壊してしまうといったことが言われています。では、20 世紀の経験とは一体何だった

のか。資本主義が世界戦争を生み出し、その中から社会主義が生まれ、1990 年にその社会主義が

崩壊したわけです。つまり、システムとしての資本主義と社会主義が限界を露呈したのが 20 世紀

の経験であったと言えます。 
 限界を露呈した今、ではシステムをどうするのかという問題があります。20 世紀は、社会主義

か資本主義か、二つのシステムのうちどちらを選ぶかが争われたわけですが、今は両方だめなら

どうするのかという問題になっています。21 世紀の課題としては、市場システムを何らかの形で

統制しなければいけないということと、「経済人」のあり方の問題があります。これに対してどう

するのかというと、もちろん社会システムを変えなければいけないのですが、そのとき改めて人

間の生き方の変更が課題になります。それを考えるには、生をどのように導いていくかというこ

とを問題にしたヴェーバーの理解的方法がとても重要なのではないかと私は思っているわけです。 
 危機を孕むこのような時代状況であれば、生き方を問う理解社会学の再評価がやはり必要なの

ではないかということを今日の結論とし、これで話を終えたいと思います。 
安藤 ありがとうございました。 
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自由討論 

 
第一部の「理解社会学」について ―― 大塚久雄のヴェーバー論との違い 

安藤 ご報告が第一部と第二部に分かれていましたので、討議につきましては、最初に第一部を

中心に議論をし、その後、第二部に焦点を合わせつつ自然に全体的な議論に移っていくというよ

うな時間配分を考えています。厳密な話ではありませんし、そのようにわざわざ分けて議論する

必要もないのですが、流れとしてはそのように進めたいと思います。ということで、私の方から、

口火を切らせていただきます。 
 今日のお話のさらに前段階のようなことになりますが、ヴェーバーの『プロ倫』の読み方とし

て、大塚久雄の時代には、資本主義の起源を問うという枠組みで論争していたと思います。もち

ろん大塚久雄さんの読みは大変深く単純に決めつけてはいけませんが、あえて大上段に言えば、

ヴェーバーを方法的に使って近代とは何かを問うていく中で、ヨーロッパ資本主義の場合には近

代的エートスが歴史的に成立したのに対し、アジアにはそれが欠けていたのではないかというよ

うに、エートスの成否を比較基準とする枠組みであったと思います。例えばインドの宗教や中国

の儒教や道教に対しても、近代的エートスの欠落という枠組みで読まれていたと思います。 
 かつて華やかだった論争をこのように思い出しながら、第一部をまた第二部の民衆の思想に対

するアプローチを聞かせていただきました。そして、特に、戦後の社会科学がアジアや日本の近

代をみる場合に、その歪みや遅れを批判する意識が前面に出すぎてしまい、思想の機動力あるい

は動機に内在しようとする方法的意識に欠けていたのではないかと、改めて反省いたしました。

関連していいますと、たとえば、戦後詩の問題として、抒情につながる言葉や象徴とどう対峙す

るか、抒情に流されない詩をどう書くかという思想的課題が問われたことがありましたが、これ

なども、中野先生と問題意識を共有する出来事であったと思いました。 
 最初から印象批評的な物言いとなってしまいましたが、学問史的関心として、大塚時代のヴェ

ーバーの読み方や近代像などに対峙する場合に、中野先生の「理解社会学」という方法的枠組み

が持つ意味を、大塚時代との比較をよりクローズ・アップしてあらためて示していただきたいと

思います。「中野理解社会学」理解への道への導入契機になればと思い、私のほうからまずこのよ

うな質問をさせていただきます。 
中野 おっしゃるとおり、そのような形で大塚久雄氏のヴェーバー論が理解されてきたことは間

違いないと思います。ただ、ちょっと今日の話では正しく伝わらなかったかもしれないのですが、

エートスのある／なしということがあるのか。 
 つまり、エートスというのは生活態度を方向づける倫理的な規制といったことですが、しかも

ヴェーバーは、「格率（Maxime）」、個人がその内面に持っていて自分を律する規律をエートスと言

っているわけです。そうすると、近代のエートスがある／ないという話ではなくて、やはりそれ

ぞれの文化圏の中に、あるいはそれぞれの宗教性の中に、ある固有のエートスがあるということ

になります。そういう意味で、そのそれぞれの固有のエートスがどのような行為を駆動するかと

いう問題として考えるなら、近代のエートスのある文化とない文化という対比ではなく、さまざ

まな複数のエートスがどのような社会をつくっていくのかという問題として考える形になり、少

し問題が変わってきますよね。 
 例えば、私の本では「物象化」という言い方をしていて、マルクスの物象化でもいいのですが、

本来売り買いは人間の行為であるにもかかわらず、それがあたかも商品の動きであるかのように
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表象されてしまう。そして、そのように社会的行為が事物のように現象するがゆえに起こってし

まうさまざまな悲劇というか、「精神なき専門人」とかいうことで人間性が失われるという言い方

でもいいのですが、そういうことがあるエートスに基づいた行為、つまりある動機に基づいた行

為から生み出されるとしたら、その行為こそがかなり問題であると考えることができます。プロ

テスタンティズム、あるいはピューリタニズムでもいいのですが、そのエートスがそういう物象

化の精神を持っていて、それをむしろ批判的に相対化するために、他の宗教性のエートスはどう

か、それがどんな社会、どんな人々の関係をつくっているかというふうに考えていくならば、当

然そこから展開する議論として有意味になってくるのだろうと思います。 
 実はヴェーバーはそういうことをしようとしていて、そう記述しているのです。しかし、そう

思われていない。そもそもの見る目が、近代のエートスとそれ以外というふうに二項的に理解し

てしまって、つまり、近代という到達点に到達しているか、到達していない発展段階か、で理解

され、それぞれの固有のエートスがつくる社会とは一体どのようなものなのか、そのメリットと

デメリットを問うといった仕方で捉えられません。それはとても問題だと思っていまして、そう

いう近代のエートスのあるところとないところというような理解からヴェーバーを捉えるのはま

ずやめようと。 
 そうではなくて、プロテスタンティズムのエートスが一つの物象化といった社会に帰結すると

したら、別の中国とかインドとかいったところはどういう社会をつくったのか、それをそれぞれ

固有のものとして理解していく。中国の儒教のエートスやインドのヒンズー教のエートスがどう

いう社会関係をつくったのかについての分析は具体的に示されているわけで、それについて批判

をしても構わないのですが、ただ、近代のエートスありと近代のエートスなしというふうに全部

二項的にしてしまうと、ヴェーバーが見ていた問題の構成が見えなくなってしまうのではないか

と私は思っているのです。そういう意味で、儒教のエートスというような言い方でも全く構わな

いし、それがどのような社会をつくるのかは、実際に「儒教と道教」の中に書かれているわけで

すから、まともに読まれる必要があると思っています。 
安藤 ありがとうございました。質問の仕方にもご批判をいただいたのですが、私の学生時代に

は、大塚久雄に対して今のような読み方をするのが一般的だったのではないかと思います。そし

て、そうした近代像がさらに問い直され、その後の学問史の展開へと繋がったと思います。今の

お答えで、私として、中野先生のお考えがよくわかりました。ありがとうございました。 
 今の議論に関連しますが、中野先生は『大塚久雄と丸山眞男』というご著書を出版されており

ます。これをお読みいただくと、今のお話の理解がさらに深まると思います。 
 それでは、三島先生、より本格的な議論として、続きをお願いいたします。 
 
日本語の訳語の難しさ ―― 精神 （Geist）・駆動力 （Antrieb）・格率 （Maxim） 
三島 第一部と第二部の関連がいまだに私にはちょっとよくわかっておりませんけれども、とも

あれ大塚さんは、ヴェーバーが描いたピューリタンをモデルにし、大塚さん自身もプロテスタン

トですが、自分たち日本もそうやればよくなるという見方でした。 
 この点について二つありまして、まず、当時のヨーロッパでも、それからアメリカでも、日本

のことも書いた有名な宗教学者のベラーなどもそうですが、基本的には大塚と同じ流れで捉えて

いました。二つ目に、今の日本の官僚を見ていると、初期に大塚さんたちに学んで官僚になり、

少しは真面目にやっていた人たちの時代が懐かしい感じもあるぐらいで、それはそれで大塚のヴ
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ェーバーが一定の役割を果たしたのではないかという感慨を時々持ちます。読み方としては今か

ら見たらおかしいのですが、やはり時代がそのように思わせたわけで、中野さんも、今の時代が

中野さんにそういう読み方をさせているのではないかと思います。 
 質問というほどでもないのですが、まずヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主

義の精神』についてです。私、ゼミでもこれを２回ぐらい扱ったことがあるのですが、その初回

でタイトルにある「資本主義の精神」の「精神」とヘーゲルの『精神現象学』の「精神」とはどう

意味が違うかと学生に問うと、もちろん誰も答えられないのですね。一応説明はしますが、私も

答えられていないと思います。まず、もちろんコンテクストは違います。でも、よく考えると、

ヘーゲルの『精神現象学』における「精神」も、最近のイギリスの研究者の Terry Pinkard などは

「spirit」でなく「social space」と訳していますから（Pinkard, Hegel. A Biography,あるいは Hegel’s 
Phenomenology. Sociality of Reason など）、ある種の社会的に共有された物の考え方みたいな意味に

もなるということで、どうやら近い面もあるようです。 
 ただし、ヴェーバーの場合、タイトルの「Geist（精神）」にクォーテーションマークがついてい

るのですね。日本語の訳はどうなっているのか忘れてしまいましたが、ハンナ・アーレントも言

うように、クォーテーションマークは非常に重要です。言葉の普通の意味とは違う意味になる。

すべての新しく生まれた子供にこれまでとは違う人間になる希望があるのと同じように、言語が

救われて世界が違ったようになる可能性があるから人は引用符をつけるのだとハンナ・アーレン

トは言っています。ヴェーバーもそういうことをちょっと考えたのかもしれませんし、本のタイ

トルですから、売れなければいけないということもあったのかもしれません。 
 私は、通俗的な意味では、「プロテスタンティズムの倫理」の「倫理」と、ここでいう「精神（Geist）」
とは、「資本主義の倫理」とするわけにいかなかっただけで、実はそう大して違わないという解釈

もあるのではないかと思っておりまして、中野さんがその辺についてどう考えているのか、本題

とは関係ないのですが、ちょっとお伺いしたいと思います。 
 それから二つ目に、今の中野さんの説明には、ヴェーバー関係者あるいはドイツ語関係者以外

には全くわからない言葉が二つほどありました。一つは、「駆動力」です。自動車のエンジン。も

う一つは、「格率」です。これはカントの翻訳以来、日本語になった単語で、漢文にはあるのかも

しれませんが、この二つはやめたほうがいいのではないかと私は思っています。 
 「Antrieb」というドイツ語は、確かに自動車の前輪駆動も「Frontantrieb」と言ったりするのです

が、もう辞書の意味をそのまま使わないで、ヴェーバーの英語訳などを見ても「motivation」とか

いうことですから、「動機」などのほうがわかりやすいと思います。 
 それから、「格率」はカントの有名な道徳律ですね。汝の行動の格率が普遍的な掟となるように

行動せよ。要するに、人生は金がすべてだと思っている人も、権力がすべてだと思っている人も、

女がすべてだと思っている人も、いろいろいて、そのひとつひとつがMaxim、つまり「格率」な

のです。一日一善とか、早寝早起きとか、そういうものが「格率」なのですね。ゲーテなどもそ

ういう意味で使っています。先日の事件の名古屋の方も、東大の理三に入りたいとか、一人一人

そういう「格率」があるわけです。それが大きな法的な規則になると、特権は一切許されません。

例えば、ロックダウンのとき首相官邸でボリス・ジョンソンがパーティをしていたのは、まさに

楽しめればいいというのが彼らの「格率」なのですが、それがすべての人の「格率」になってし

まったら、全員がコロナにかかって大変なことになるので、それはいけない。つまり、その当時

のピューリタンの人々のモットーみたいなものということですから、「キャッチフレーズ」とか「標
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語」とか「行動規則」とか、やはり一番いいのは「モットー」でしょうかね。「規範」というとち

ょっと普遍主義的な意味が入りますが、そういうような言葉に変えて、もうちょっと日本語とし

て普遍化しないといけないのだろう。これはコメントです。最近もベルリンのラジオ放送で、ベ

ルリンの弱いサッカーチームの監督がインタビューで、「今シーズンはがんばる」と述べた後、「と

もかくゴールに迫られても慌てない、落ち着く、これが我々のチームの Handlunbsmaxime だと言

っていました。これを日本のサッカー関係の記事で「行為の格率」とやったらどうなるでしょう

か。 
中野 ちょっと待ってください。「Maxime」のほうはわかったのですが、「Antrieb」のほうはどう

いう訳語がいいと思われますか。 
三島 「モチベーション」でいいのではないですか。あるいは、もうちょっとうまい日本語があ

ればいいのですが。 
中野 「モチベーション」と、片仮名にするのですね。 
三島 「モチベーション」は、最近テレビなどで別の意味でもよく使われていますけどね。「モチ

ベーションが下がっている」とか。 
中野 「モチーフ」はどうですか。 
三島 「モチーフ」もいいかもしれません。 
中野 ただ、ヴェーバーの中に「Motiv」というのもあるわけで、「Motiv」と「Antrieb」と両方あ

るので、「Motiv」のほうはどう訳し、「Antrieb」のほうはどう訳していけばいいのか。 
三島 別に同じ訳でいいのではないですか。ドイツ語で違うから日本語を別にしなければいけな

いということもないでしょう。 
中野 同じ言葉でよくて、それは同じ意味ということですか。 
三島 もちろん絶対同じとは言いませんが、そのようにしていると、言語を知らない人には全く

理解できないものになってしまいます。マルクスの翻訳も多くがそうなので、そこはちょっとど

うかと思っているのです。これは本題とは関係ないので、いずれゆっくり中野さんとお話しした

いところです。 
 それから、第二部は非常におもしろかったのですが、ヴェーバーの本の中に「逆説（Paradox）」
というのがよく出てきますよね。日本ではあまり問題にされませんが、要するに、ピューリタン

の勤勉、真面目、倹約といった考え方、日本式にいえば清貧の思想が、逆説的にも資本の増殖を

もたらしたと。個人の内面の行動が外面の経済という別の分野に影響を与えるということで「逆

説」と言っていて、あの本にはそれほどたくさん「逆説（Paradox）」という言葉は出てきませんが、

やはり理解社会学的には重要なモチーフなのだろうと思います。 
 それと第二部で言われたことは、もちろん子供を重視することが植民地主義につながるという

意味では「逆説」かもしれませんが、一つの分野の文化の範囲内だけの話ですよね。ヴェーバー

の場合、個人の「Lebensführung」、要するに普通の英語でいえば「Conduct of Life」ですが、それが

巨大なシステムにそれなりの力を持ったと。もちろんほかのいろんな要素も考えなければいけま

せんし、ヴェーバーは特にその問題は考えていないのですが、そういう別の分野に大きな影響を

与えたという「逆説」なので、その意味では、ちょっと昭和の歌謡とナショナリズムは「逆説」

とまで言えるのかどうか。材料としては非常におもしろかったのですが、そこのつながりは、い

まいちピンと来ないところがありました。 
 それから、忘れないうちに第二部について言っておくと、歌謡もおもしろいのですが、旧制高
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校の寮歌もおもしろいですよね。三高などは歌詞にゴビ砂漠や崑崙が出てきますし、「都ぞ弥生」

というのもありました。 
 それからもう一つ、これも忘れないうちに。ヴェーバーはスペイン風邪で死んでしまったので

すが、もし長生きしたらどうなっていたかという話です。レーヴィットがヴェーバーの『職業と

しての学問』の講演をミュンヘンで聞き、ナチの時代になった後、仙台に来て自分の人生の回想

録を書いている中で、ヴェーバーが生きていたら断固としてヒットラーに立ち向かっただろうと

言っています。私はそこまで思いませんが、実際に授業を聞いたヴェーバーをよく知る一人の言

葉として、それなりに聞くべき話かと思います。ヤスパースのように抵抗しても意味がないけれ

ども、ちょうどルイ 15 世がヴォルテールを逮捕できなかったのと同様に、ナチもヴェーバーには

絶対に手を出せませんから、恐らく大学で授業ができなくなる程度で、国内亡命的に年金生活で

静かに生き抜いたのではないかと私は推測しています。 
 これはどうでもよいことで、重要なのは「逆説」です。プロテスタンティズムの理解社会学の

問題と、国民の中に別の次元でセンチメントが広がり、その土壌があったところに上から来たの

だという話は少し違うような気がしているのですが、どうでしょうか。 
中野 ありがとうございます。１点目の「精神」に引用符がついているという問題は、私もそこ

には意味があると思っています。ヘーゲルを直接意識していたかどうかは確証がないのですが、

そのように捉える思考法を意識していることは間違いないと思います。ヘーゲルは一元論中の一

元論ですから、そういう精神の一元的な把握に対するアンチテーゼと言うならそのとおりで、意

識して「精神」を出している。しかも、その「精神」はどこにあるのかということで個人のエー

トスを問題化したと考えると、「精神」に引用符がつけられていること、しかも「精神」という

言葉で言われていることがとても重要というのは、おっしゃるとおりと思います。 
三島 ヴェーバーは全体に、引用符を文章に多用し過ぎますよね。『経済と社会』などでも、う

まい表現が見つからないのか、みんなすぐ引用符でごまかしています。これは大学教授の悪いと

ころです。 
中野 括弧が多くてね。ヴェーバーを論じようとすると、私も括弧をつけがちです。ことさら重

要な意味を持たせ、かぎ括弧やら山括弧やらいろいろ種類を変えたりして、それはわからないの

でよくないというのはおっしゃるとおり。ヴェーバーはそのはしりだと思います。ただ、そこに

は確かにそれぞれ意味があって、ヴェーバーはたくさんいろいろなものを読んでいるので、括弧

をつけざるを得なくなってしまうということなのかと思います。とはいえ、いいことではないと

私も思います。 
 ２番目の翻訳の問題については、「Antrieb」はまだよかったのですが、「Maxime」はものすご

く迷いました。「格率」などという言葉は今誰も使わないので、わからないだろうと思ったので

す。ただ、「原則」と訳されたりしているのは、ちょっと違うだろうと。 
三島 「原則」は違いますね。 
中野 ちょっと意識したのは、やはりカントです。日本では、一般の使い方として、カントの「格

率（Maxime）」を知らない人が 99.9％だと思います。大学でも学部の一般教育では出てこないか

もしれません。ただ、倫理学という学問では必ず出てくる言葉で、私などは倫理学にちょっと触

れているので、やはりカントを意識しているということがあります。「原則」とか「モットー」

でもいいのかもしれませんが、カントは「なんじの意志の格率」という言い方をしていて、つま

り、内面に抱かれた個人の意志が一般的・普遍的な法則と一致するよう行為せよということです
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から、ヴェーバーもそういう面を特に強調して「Maxime」を使っていると思うのですね。そうい

う意味で、そこのところを何とか連想してほしいということがありました。 
 砕いて一般にわかるようにすると、それによって、わかるけれども一部の意味が消えてしまう

ということがたくさんあります。三島さんには釈迦に説法ですが、翻訳というのは常にそういう

リスクを冒して言葉を置きかえるわけですよね。この場合、「格率」という言葉がわからないリ

スクと、「格率」を使わないことによって落とされてしまう意味の広がりのリスクと、どちらが

大きいだろうかという比べ方をしたところがあります。その結果として、大学の哲学や倫理学、

あるいはそれに関連するどこかでカントのその言葉を聞いた人が連想できる道をつくっておきた

いということがあって、私の本の中では「格率」を使い、そこに括弧をつけて「格率」とはこう

いう意味だとパラフレーズするという方法をとりました。 
 ですから、「格率」という言葉ですぐ一発で伝わり、意味がわかってもらえるとは毛頭思って

おらず、そういうわかりづらいものではあるけれども、やはり学術的な言葉なので、その文脈を

残すほうを取ったということです。それが戦略的によかったかどうかはよくわかりませんが、そ

こはそのようにしたのですね。 
 「Antrieb」のほうは、「駆動力」というのはどうかと。 
三島 「前輪駆動」の訳で使いますね。 
 
「逆説（Paradox）」の問題  
中野 それでいいのだと私は思っています。つまり、自動車がそこからドライブされていくとい

うことですから、それを発想されてもいいと思うのです。 
 これにもいろいろな訳語があって、日本語のヴェーバー翻訳では全部ばらばらになっています。

「Antrieb」という言葉をこれまでのヴェーバー研究があまり重視してこなかったので、みんなば

らばらになっているのですね。しかし、やはりヴェーバー用語として定着させたい、つまり、ヴ

ェーバーならばあれというような言い方で、あまり砕かないで連想できるような訳語にしたいと

いうことがあって、実際そうなるかどうかはわかりませんが、そちらに賭けたということです。 
 「Ethos」にしても、今は「エートス」で通ってしまっていますが、そう言ったところで一般に

はわからないのですね。しかし、ヴェーバーといえば「エートス」だろうという感じで受け止め

られる基盤がつくられると、それはそれで「エートス」の問題は固有の学問的議論の対象になる

わけです。それと比べては申しわけないのかもしれませんが、「駆動力」も、ヴェーバーといえ

ば「駆動力」という形で受け止められるのが常識になっていくとすごくいいなと思った次第です。 
 ですから、「格率」はカントから、「駆動力」は、もし「前輪駆動」を発想する方がいてもいい

し、あまりにばらばらなのでまずはまとめたいということで、そんなところでどうかということ

です。一つの提案なので、これでいいのかどうかはわかりません。明らかに今度の私の本の中心

的なキーワードなので悩んだのですが、そういうご批判を受けるだろうことも覚悟して判断しま

した。つまり、リスクですから、片方を取ろうとすると、どうしてももう片方が問題になるので

す。ですから、そういう判断をしたことについては、説明するしかないということです。 
 あと、３番目の「逆説」の問題は、私はそう説明したつもりはなくて、むしろ優しい童謡と軍

歌は一緒なのだと思っています。 
 多くの場合、優しい童謡をつくった白秋が転向して軍歌をつくるようになったと言われます。

そういう意味で人々を裏切ったというような言い方で白秋を責めるわけです。私の本に対しても、



27 
 

白秋について、あんなひどい軍歌をつくったやつなのに転向として非難していない、白秋に対す

る非難度が少ないからもっとちゃんと白秋を責めよという言い方をする人がいたのですが、違う

違う。そうではありません。転向ではなく、そのままなのです。つまり、童謡の郷愁と軍歌の精

神が一体で、共存できているわけです。裏切りではなくて、そのストレートな表現と見ないとい

けないのではないか、というのが私の考え方です。 
 ですから、この場合は、『プロ倫』その他ヴェーバーの議論でいう「逆説」とはちょっと違う

と考えます。先ほどの「物象化」は「Sachlich」なので、行為者の思わざる結果という意味での「逆

説」とは違うのだろう。白秋という人は、ある意味では非常にストレートで、全然曲がったとこ

ろがありません。曲がったところがないから問題なのですが、自分の気持ちの中では一体で、あ

あいう軍歌をつくっている戦時も意識としては全く同じです。同じと思っているところがまた白

秋の天才たるところかと思います。 
 ある意味では「逆説」と言っていいのかというご疑問はまさにそのとおりで、私の議論として

も「逆説」の話とは違うと思っています。その「逆説」でないところにかなり重要な問題があっ

て、つまり、民衆の精神が露骨な侵略的意識になることとセットになっているのですね。例えば、

隣組や自警団はみんなとても仲よくいたわり合っているのですが、そのいたわり合っている人た

ちが朝鮮人は殺してしまうわけで、そういう精神が問題なのではないかと私は思っています。「逆

説」を語っているように聞こえたとしたら、ちょっと私の説明不足だったのかなと思います。 
三島 ちょっとそこは違います。「逆説」になっていないと言ったのです。ヴェーバーの場合は

理解社会学の方法で「逆説」を示して、中野さんはそこから「逆説」をやったようなつもりかと

私は理解したのですが、「逆説」でないことを論じたのですね。 
中野 そうです。 
三島 そうすると、同じ理解社会学の方法で、「逆説」も論じるし、そのままの延長論も説明で

きると。 
中野 そうです。 
三島 ということは、延長論のほうは、もしかしたらフーコーなどのやり方に近いのではありま

せんか。ディスクール。一見自由とか解放とかいうものが実は抑圧の形式につながるのと同じ。 
中野 そうかもしれませんね。 
三島 材料は非常におもしろく、よくわかりました。 
中野 少なくともこの場面で「逆説」を語ったつもりはなくて、むしろ一体で進んだと思ってい

ます。皆さんから反発が来るかもしれませんが、だから日本人は戦争に負けた後でも同じ意識だ

と思っているのです。戦後民主主義のあたりは戦時の意識と全く変わっておらず、しかも自分た

ちは民主主義になったと思っていたわけです。 
三島 今の理解社会学の説明はよくわかります。ヴェーバーでは「逆説」を論じ、歌に関しては

そのままの延長を語る。そういうふうに対象を区切ればわかるのですが、一方で、画家の藤田な

どいろいろ見ても、それから今の政府の公務員を見ても、要するに彼らは何でもいいのです。政

府とくっつくときもあれば、割合無邪気にどんな権力とでもつき合っていく。 
中野 藤田は国に一生懸命奉仕したのだと思いますよ。 
三島 でも、藤田は戦後、ヨーロッパでカトリックが復活したら、フランスでカトリックになっ

ていますよね。 
中野 藤田は、一生懸命やったのに戦後になったら非難され、なぜ自分が非難されなければいけ
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ないのかとすごく怒って、もう日本は嫌だと言って帰ってしまったわけですから。 
三島 1920 年代はフランスでシュルレアリスムにかかわったり、全部その都度のことで、やはり

あの人たちは何でもいいのです。丹下健三もそうです。パッとモダニズムからポストモダニズム

に変わりました。 
中野 全部ではないですし、「あの人たち」と言ってしまうのはどうかと思いますが、ただ、藤

田に関しては、真っ直ぐだったと私は思っています。真っ直ぐだからいいというわけではありま

せんが。 
三島 むしろ問題にすべきはそういう日本の体質のほうで、何でもいいというところがあるので

す。例えば、今の大学改革でも、各大学の理事に女性が登用され、それ自体はいいことですが、

フェミニズムの方々は今度、外部資金の導入などネオリベの政策にどんどん入っていってしまう

のですね。そういうのを見ていると、何だか何でもいいのではないかと思ってしまいます。 
 プロテスタンティズムの資本主義の成立ではなくて、その変化や発展の問題ですが、私に言わ

せれば、ヴェーバーはちょっとイギリスに偏り過ぎているのです。先ほど中野さんも言われた市

民社会の英雄主義というのは「the last of our heroism」ですよね。カーライルを引用しています。で

すから、ちょっとイギリスに偏りがある。これは別の問題ですから抜きにしても、日本の場合、

成功する人は何にでもくっついていくので、そちらのほうが重要なのではないかと思っています。 
中野 それはまた日本の問題として議論する必要がありますね。 
三島 私は理論では説明できないと思う。 
安藤 すみません。ちょっと乱入していいですか。すごく盛り上がっていて、私もしゃべりたく

なってしまったのですが、実はすでに時間が残り少なくなってしまいました。お話しになりたい

方が沢山いらっしゃると思いますので、ここから、一部と二部の枠を取っ払い、全面的フリーデ

ィスカッションに切り替えます。今までの議論に全く関連していなくても結構ですので、希望者

の方、どうぞご自由にご発言ください。 
大林 では、大変興味深いお話ですごく楽しかったのですが、少し細かいところについて確認さ

せていただきたいと思います。 
 ヴェーバーが『プロ倫』の中で生活態度の倫理的に色づいたところとして言っているのは、具

体的にはベンジャミン・フランクリンの話などを引き合いに出していますよね。アメリカ的な商

人の世界みたいなものをイメージして言っていると思うのですが、そこで引き合いに出されてい

るのは、規則正しさとか、お金をちゃんと数えるとか、そういう庶民としては当たり前の慎まし

いことです。ほかの『経済史』などの中でもヴェーバーは近代的な資本主義の前提として計算能

力などを言っていると思うのですが、ヴェーバーが具体的に『プロ倫』でいう「Ethos」や「Geist」
というのは、そういう計量的な志向について言っているのでしょうか。だとしたら、それは自然

主義的一元論などの世界観が出てきていることといかにも関係しそうですが、どう関係している

のかをもう少しお話しいただけたらと思います。 
中野 先ほど三島さんが「Geist」に引用符がついているということを言ってくれました。引用符

がついているということは、この場合の精神は、ということですよね。つまりヴェーバーは、例

えばドイツの文学でそれまで精神と言われてきたことを、もう少し踏み込んで個人の内面に抱か

れた「格率」というか「主観的な規律」といったものと捉え返し、主題化しているわけです。 
 そういう意味では、『精神現象学』などを読んでも、ヘーゲルの「Geist」も「精神」と訳すよ

り「社会空間」と言ったほうがよく見えるところがありますが、しかし全体を精神の自己実現と
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して描いているところがヘーゲルのみそで、そのことも含めて精神の自己実現の歴史過程なのだ、

世界精神なのだと見ているわけです。そうやって一元的にしていく精神の形を、ヴェーバーは解

体しようとしているということです。 
 ヴェーバーにとっては、精神を括弧つきで解体し、個人の「Maxime」のレベルで理解し直すこ

とがとても重要でした。逆に、ヴェーバーにおける精神はこれだと、例えば「近代の」とか「フ

ランクリンの」と言うと、それはまたすごく一面的になってしまう。つまり、ある種の世界精神

を、むしろ個人の格率に解体していくわけですね。そうすると、精神が複数形になっていきます

から、一つの精神が自己実現しているわけではなく、さまざまな精神があると理解する｡それを内

面の動機、主観的な駆動力として考えていくということです。ですから、「フランクリンの場合

は」とか「資本主義の場合は」という形で問題化するとともに、それとは違う、例えば「儒教に

おいて」という形でも語り得る精神が出てきて、そのさまざまなエートスとしてある精神がつく

る社会とは一体どんなものなのか、そこにどういう違いがあるのかというふうに問いを広げてい

くことができるわけです。 
 そういう意味で、「Geist」に引用符をつけ、しかもそれを「Ethos」と言いかえ、あるいは「Maxime」
と言いかえて複数形にばらしていく作業はとても重要です。つまり、システムとその担い手とな

る個々のエージェンシーが一体化しない理解というのがヴェーバーのポイントだと思うのです。

そこは複数形に理解していただきたいと思います。 
大林 おっしゃっていることはとてもわかるのですが、ただ、ヴェーバー自身がベンジャミン・

フランクリンやフッガーの例を出しているあたりは。 
中野 フッガーとフランクリンは違うよと言っているわけです。どうして違うかというと、フッ

ガーは営利を自分の生きる指針にしているけれども、フランクリンの持つような義務としての倫

理的色彩はないではないかと。フッガーはむしろ個人のキャラクターとして理解せざるを得ない

ところがあるのに対して、フランクリンは「～すべき」という倫理的な色彩を持っている。そう

いう違いがあるのであって、そこにフランクリンを「Ethos」として捉える意味が出てくるという

ことなので、一緒ではないのです。 
大林 なるほど。大変よくわかりました。ありがとうございました。 
 
人種主義を「ダーヴィニズム」と呼んでもよいのか 
家 大変興味深く聞かせていただきました。ちょっと気になった言葉のところについて質問をさ

せていただきたいと思います。 
 自然主義一元論のところで「ダーウィニズム」という言葉が出てきました。これは、人種主義

から場合によってはナチにつながるというあたりのことを、ヴェーバー自身が「ダーウィニズム」

と呼んでいるのでしょうか。あるいは、社会科学の中では、あれを「ダーウィニズム」と呼ぶの

でしょうか。 
中野 「ダーウィニズム」という言葉は出てきません。「人種問題」は出てきます。ただ、明らか

にその文脈を言っていることは間違いありません。それから、優生思想のプレッツという人が出

てきます。 
家 ダーウィン自身はそのようなことは何も言っていないわけですから、あれをいうなら、「ダ

ーウィニズム」ではなくて「スペンサリズム」とか。 
中野 確かにヴェーバーは「ダーウィニズム」という言葉を使っているわけではありません。人
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種の問題として語る人がいるという形で言っていて、「ダーウィニズム」を一つの塊として問題

化してはいないと思います。 
家 それなら結構です。つまり、あれにダーウィンの名を冠することは、ダーウィンを貶めるこ

とになるのではないかと思うので。 
中野 ダーウィンの思想はわかりませんが、ダーウィンが人種主義の流れの議論に一つのきっか

けを与えていることは間違いありません。 
家 それは、私の理解が正しければ、ハーバート・スペンサーがダーウィンの進化論をかなり曲

解したものと。 
中野 曲解かどうかは、私はわかりません。ただ、ダーウィンが一つのきっかけになってヨーロ

ッパ世界でそういう運動が起こったことは間違いないと思うのです。 
家 そうです。ヒントになったことは確かです。 
中野 ですから、ダーウィンが問題なのだという言い方はしていませんが、それを意識している

ことは間違いないと私は思っています。 
家 ありがとうございました。 
 
戦前の日本と植民地における「標準語」と童謡 
安藤 いかがですか。それほど時間がないので、ぜひ積極的にご発言いただければと思いますが。 
中野 さっき三島さんがおっしゃった寮歌の問題については、確かにある時期、校歌や社歌がた

くさんつくられています。そこは私も本の中でかなり論じたつもりです。校歌はものすごく重要

です。その校歌がどんな時期につくられたのか、どういう人がつくったのかを見ていくと、かな

りその時代を反映していますので、大変おもしろいのです。小学校や中学校の多くは新制になっ

てつくりかえてしまって、みんな同じような歌になっているのですが、特に旧制高校などには昔

のものが残っています。 
安藤 先ほどの「都ぞ弥生」などには、大陸を目指すようなイメージがありますよね。今日はそ

れが何故かについて、とてもよくわかりました。 
 唐突かもしれませんが、さらに二点お聞きします。 
 一つには、今日のお話の中にあった唱歌や童謡などは、伝統的な民衆の心情みたいなものと全

然違う形でこの時期に形成されたのでしょうか。例えば、讃美歌、さらには、スコットランドや

アメリカなど外国音楽をうまく取り入れていますよね。そういう意味でも、新しくつくられたも

の、あるいは新しく誕生したものと言えると思いますが、それは伝統的な意識とどう違うのか。

つまり、伝統的なものを活性化したのか、それとも全然違う新しい意識ができたのか。これが一

つ目の質問です。 
 それから二点目です。ナショナリズムにつながるような形で歌が出てきたのですが、日本に植

民地化された側の民衆は、こうした歌をどのように受け止めたのでしょうか。日本語を押しつけ

られもした植民地の民衆の受け止め方について教えてください。 
中野 ありがとうございます。とても重要な点をご指摘いただきました。私も本当は民謡の話を

したかったのです。 
 「日本民謡」というのはありますか。いつできていますか。実はもともと「日本民謡」という

ものはなく、そういう形でまとまったのは明治 20 年代なのですね。 
 明治 20 年代に民謡ブームが起こりました。そこで歌われたのはお国自慢の歌で、それぞれの地
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方にそれぞれの地方だけで歌っていた歌があったわけです。それらは別に相互に連関はなく、ま

とまって「日本民謡」になろうなどとは考えていませんでした。ところが、明治 20 年代、都市に

集まってきたそれぞれの地域の人々が、同じ民謡酒場でそれぞれのお国自慢という形で歌い合っ

たわけです。そうすると、あちらにはこういう歌があるのか、こちらにはこういう歌があるのか

ということで全体がつながり合い、「日本民謡」としてまとまっていった。つまり、誰かが一遍

に「日本民謡」をつくったわけではなく、人々が都市に集まり、一緒の場で、しかも同じ楽器で

歌った民謡ブームによって、いろいろな地方の歌が集まってできてきたということです。それ以

前に「日本民謡」なる塊が全体としてあるわけではなかったことが重要だと私は思っています。 
 ですから、歌では二つの「20 年代」が重要なのです。一つは日本民謡ができた明治 20 年代で、

もう一つは童謡ができた 1920 年代です。1920 年代は大正デモクラシーの時代ですが、明治 20 年

代は、まさに自由民権運動がひとしきりし、明治国家の体制ができてくる時代です。それととも

に人々が都市に集まり始め、民謡酒場みたいなものが形成されて歌い合うようになったのですね。

皆さんご存じでしょうが、「お国自慢」というときの「お国」は日本ではありません。青森の人

がお国自慢をするときは、青森の自慢をするのです。それぞれ自分の故郷の歌を歌います。国と

いっても日本ではなく、いろいろな故郷を背負ってお国自慢をするわけです。 
 人々が交差しお国自慢をし合った明治 20 年代に日本民謡ができて地方が国家の中に位置づけ

られ、それを整備していく 1920 年代に童謡ができたということで、日本の近代歌謡史の中でも二

つの「20 年代」はものすごく重要です。明治 20 年代の日本民謡と 1920 年代の童謡を対比しなが

ら考えることはとても重要で、それをしようとしないがために、もともとあったものが郷愁とし

て振り返られたかのように思われ、あるいはそう語られがちですが、そうではなく、やはりそこ

にも前提の歴史があったということかと思います。 
 それから、先ほど外国の曲ということに少し触れましたが、政策的にというか、明治初年に学

校制度をつくっていく中で、伊澤修二がアメリカに行って近代国家のつくられ方と近代音楽のつ

くられ方を学んできたのですね。しかし、曲は手持ちの材料の中にないということで、向こうか

らかりてきた。そうならざるを得なかったのですが、これはある程度意識的におこなわれたのか

と思います。 
 なるほどと思うのは、明治 20 年代に人々が都市に集まってきたと言いましたが、それぞれの土

地の言葉でしゃべりますと、話が通じないのですね。通じるようにするためには、文字で書かれ

た本を読ませるだけではだめなのです。なぜなら、教えるほうも方言で話しますから。それに対

して、発音を一緒にするためには音楽が最も有効だということで、音楽教育がなされたわけです。

先ほど少し音階練習の表をお示ししましたが、日本標準語をつくるために音楽教育が導入された

という経緯はおもしろいことだと思います。 
玉田 それは、国民の身体訓練においてラジオ体操が果たしていた役割を、言語に関しては童謡

等の音楽が担っていたということでしょうか。 
中野 そうです。最初は外国の曲だったことは、しようがなかったのです。そうせざるを得なか

った。でも、やはりそれに対して複雑な思いを持っていたから、1910 年に初めて全部国産の曲を

そろえたのですね。もちろんその曲と詞には実際それぞれつくった人がいるわけですが、作者を

消して文部省がつくったという形で「文部省唱歌」と言っているのはとても意図的で、日本の近

代歌謡史にとって非常に重要なところだと思います。 
 あと、植民地という問題は、私もちゃんと考えたいし、きちっと研究したいのですが、非常に
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難しいのですね。やはり植民地でもある種の基礎教育はしていくので、それを導入しようとした

帝国日本の意図はあって、歌がかなり有効に働いていることは間違いありません。ただ、それに

単純に統合されたとは言えないので、実際には両面があるのだと思います。その両面をどのよう

に考えるのか。朝鮮にも童謡ができてくるわけですが、似ているところと似ていないところがあ

ると感じます。 
 もう一つ、満州唱歌というのもあります。満州は日本の傀儡国家ですから、日本の教育を導入

するのですが、ただ、気候風土があまりにも日本と違うので、村祭りとか海とかいう歌を歌えと

言っても、子供たちにはわからないのですね。生活の中にないわけですから、日本の気候風土を

前提にした唱歌ではわからないということで、満州では唱歌教育にすごく悩んだようで、満州唱

歌として満州固有の唱歌をきちっとつくっています。一時期それでやったのですが、1940 年ごろ

になるともうだめで、満州の独自性などは足蹴にされ、まさに軍国調の歌だけになっていきます。

満州唱歌の運命というのはとてもおもしろいと思います。ただ、問題なのは、満州唱歌で育った

日本人たちが戦後に満州を懐かしいと思ってしまうことです。満州を懐かしいと思っていいのか

ということですが、やはり彼らにとってつい懐かしいと思ってしまうような満州唱歌ができたと

いうのは、音楽のとても両義的なところかと思います。私も一つぐらいは満州唱歌を歌えます。 
 植民地の問題は、植民地の心情の問題ですから、非常に微妙なものを含むのですが、確かに考

えなければいけないことだとは思います。ただ、やはり一元的には論じられないのですね。もち

ろん植民地支配ですから植民地には差別があるに決まっているのですが、と同時に、コラボレー

ターを育成するのも植民地なのです。コラボレーターができるような形の枠組みをどんどんつく

っていくわけで、それにコラボレーターとして乗っかっていく被植民者も当然います。そういう

意味で真っ白と真っ黒のどちらかという話でなくなるのは当然で、その中で歌も動いたのかと思

います。 
安藤 ありがとうございます。 
 
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』はイギリスのピューリタンが模範？ 
三島 ヴェーバーの研究家で、最終的に大塚とけんかをした安藤英治さんという方がいましたね。

その方が、昔けんかをした大塚に一応の理解を示し、ヴェーバーにも理解を示す論文を書いてい

ます。大塚は、ピューリタニズムのようにやれば、戦後の混乱した時代、特に軍閥が堕落した時

代が変わり、いい時代が来るから、みんな真面目にやろうと言った。ヴェーバーも実は同じこと

を言っていて、ドイツは全然うだつが上がらないからイギリスを模範にしようということで、主

としてイギリスのプロテスタンティズムを書いたのだと、そういうふうに理解を示したわけです。 
 全体的には偏っているのですが、一つだけ正しいのは、ヴェーバーが非常にイギリスを重視し

たという点です。中野さんが引用された部分にも「経済的にもっとも発展していた諸国」と書い

てありますが、実はイギリスのことなのですね。「自由主義」というのもカーライルの言葉です。

誰しもどうしても模範にするものがあって、それをどれだけ抽象化し理論化できているかという

と、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』のところではまだ無理で、『ヴェーバー

全集』のシュヴェントカーさんが編集した巻のパーラメンタリズムのところなどもイギリスが模

範なのですが、だんだん『世界宗教の経済倫理』になっていくとそういうことをやめていて、そ

こはヴェーバーの偉いところだと思っているのです。まだ最初のころは少しイギリス偏重がある

のではないかと思いますが、中野さんはどうお考えですか。 
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中野 ヴェーバーを論ずるとき、すごく一面的というか、ポイントで論じてしまいたいところが

あるのですね。例えば、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は、英米のピューリ

タンのことで、ドイツのルター派ではないのです。ルター派はなぜ論じないかということも書い

てあるわけですが、つまり、ドイツのナショナルな話ではない。でも一方で、驚くほどそういう

基礎的なことを飛ばしてヴェーバーナショナリスト説に動いてしまうということがあります。 
三島 それは違いますね。 
中野 そういう意味では、驚くほどドイツではないのです。他方で、時代的にヴェーバーがナシ

ョナルな問題に直面していたことは間違いなくて、ヴェーバーというのは、政治的な動きのとき

に、ナショナルなことを表現する、あるいは体現することもあった人でした。学問的・原理的に

考えることを基礎にしながらも、時代的・現実的な状況にも対応していくという両面を持つ人な

ので、そこは気をつけなければいけないと思っています。 
 私はヴェーバーの学問の中核みたいなところを扱おうとしていまして、そこでは、自然主義的

一元論を批判し、それが人種主義あるいは優生思想につながっていくところを見ているヴェーバ

ーがいることは間違いないと思っています。では、そのためにイギリスをお手本にしたのかとい

うと、それはどうなのか。 
三島 お手本ではないにせよ、主な材料としてはイギリスしかありませんでしたからね。 
中野 それはそうです。主な材料としては、ピューリタンだったりするわけです。それは間違い

ないことです。ただ、それがお手本になっているかどうかというと、かなり違います。ましてや、

プロテスタンティズムの倫理というかエートスがどんな問題をもたらすかに関しては、1904-05 年

の段階でかなり厳しく見ていることは間違いないので、そこはちゃんと押さえておきたいと思い

ます。後期になったらもちろんそうで、「儒教と道教」、「ヒンドゥー教と仏教」など、専門家で

もないのにびっくりするほど学んで知っており、かなり立ち入って専門的に議論していますから、

単純に西洋主義者と言えるのかという問題は、ちゃんと読めばはっきりしていることだと思いま

す。 
 そういう意味では、理論的・学問的に追求するヴェーバーと政治状況の中でのヴェーバーとい

うのがあって、さまざまな問題が同時に出てきて政治が動くときには、その総合的な判断は現実

的な政治的判断ですから、そこまで見ると、ものすごく複雑なヴェーバーが見えてくることは間

違いないと思います。ですから、あえて私の『ヴェーバー入門』では、政治的な面はちょっと切

り捨てまして、そこをあえて入れずに、純粋に学問的な核のところでヴェーバーを語っています。

そのほうが今ヴェーバーを見る上では重要なのではないかと思ったからです。 
 しかも、今日も一番最初に言いましたが、思想史的に見ることがとても重要です。あまりにも

経済史あるいは経済学史の人たちを中心に読み過ぎてきたために、ヴェーバーの見え方にゆがみ

が出てしまっているのです。よくも悪くも、日本にしろどこにしろ、ヴェーバーは社会科学の中

心として扱われ、あまりにも固定観念が強くなり過ぎているので、それを何とかほぐしていく作

業が必要と思っています。 
 
ヴェーバー研究者が党派的な論争に巻き込まれるのは何故か 
三島 最後に一つだけ質問です。日本のヴェーバーをやっている人は、なぜあんなにけんかをし、

互いに相手を人でなしのようにののしるのでしょうか。その現象を理解社会学的に説明していた

だきたい。折原さんなんかもこの間、中野さんはある意味では愛弟子なのに、気に入らないらし
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く、ヴェーバーの人格を描いていないと怒っていました。ヴェーバーの人格を描いても、今の世

界の問題、例えばウクライナの問題が解決するわけでもありませんし、何だかおかしいのですが、

もう惚れちゃっているのでしょうかね。 
 マルクスの人はもちろん党派の論争があるので、昔のわれわれの学生時代でも、反帝学評とか

革マルとか、戦略のけんかがありました。ただ、あれはマルクスの読み方とはあまり関係ないの

ですね。みんなそれほどちゃんとマルクスを読んでいなかったので、読み方にはそれほど関係あ

りませんでしたし、構造改革派や共産党系のマルクスでも、お互いを人間のクズみたいに言い合

うことはなかったと思うのです。ところが、中野さんは違うけれども、ヴェーバー研究者同士は、

大学の中の本当に小さな世界なのに、ひどいものです。文化社会学的理解理論からいうと、あれ

はどういう理由なのですか。やはりキリスト教のプロテスタンティズムから始まったからでしょ

うか。単なるヘゲモニー争いではないはずです。 
中野 わかりませんが、大塚の影響はものすごく大きいと思います。ちょうど大塚が東大に行っ

た時期は、経済学部の中で、血みどろのというか、ものすごい大闘争があったころなのですね。

国粋派がヘゲモニーを押さえ、大内兵衛などが追い出されるというような話です。すごく熾烈な

国粋派がいました。 
三島 その話は知っていますが、それは人間模様であって、理解社会学的解釈ではないのではあ

りませんか。 
中野 ですから、ヴェーバーについて何か議論しようとすると、そういう党派的な闘争に巻き込

まれてしまうということがあるのかと思います。 
 あと、折原さんのこともですが、もう一つにはマルクスがあるのですね。日本においてはマル

クス主義が社会科学の中心だったという問題があって、それに対してヴェーバーを持ち続けるこ

とは、自分の単なる理論的なことだけでなく、ある種の党派性というか、折原流にいえば実存で

すが、実存をかけるという形でないと社会科学の中で存在できないと感じてしまう傾向がありま

した。 
 戦前から戦後にかけて、皆さんご存じのように、日本の社会科学におけるマルクス主義の力と

いうか影響は絶大なるものでした。しかも、自分たちは権力に弾圧された被害者だともっぱら思

っているわけです。もちろん弾圧されているところはありました。しかし、まさに戦後日本の社

会科学の中では大主流派であり、階級闘争ですから、マルクスの立場からマルクス以外のものを

押さえつけることは正義でした。そうすると、それに対抗しながら個人としてヴェーバーを持つ

には、実存的な投企がすごく重要だったのだろうと思います。まさに実存主義的に理解してしま

うのです。ヴェーバーはそんなことではないですから、実存主義で理解することが一番まずいの

ですけれどもね。 
 つまり、マルクス主義と実存主義という対比が日本における戦後一時期の思想史の大きな流れ

でしたから、マルクス主義に対抗しようとすると、実存主義を持ってきてしまうわけです。私は

東大の倫理学と少し関係がありますが、基本的な精神は反マルクス主義で、共産党嫌いです。そ

れでどうするかというと、ヤスパースを持ってくる。自分の政治的な精神をそういう形で学派の

対立あるいは思想の対立であるかのように思ってしまうところがあります。ヴェーバー、ヤスパ

ースというのは倫理学の中ではかなり重要なポイントですが、マルクス主義社会科学に対抗する

という意識がもろにあるわけです。そういう意味で、ヴェーバーをやっていると、そういう社会

科学のマルクス主義を中心とした布置連関の中で、自分たちは実存をかけてやっていると思い込
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んでしまうということが一つあります。 
 また、大塚久雄という人は東大の内輪もめでポストが空いたので入り込んだという面があって、

大塚の先生の本位田という人がすごい国粋派の頭目の一人だったものですから、そういう学派の

問題という経緯もあるのではないかと思います。 
安藤 ありがとうございました。マルクスを基礎にしてきた日本の社会科学には、もう一つの基

礎軸としてヴェーバーがあったわけですね。その意味について、今の議論で深く再認識すること

ができました。ある意味では、社会科学の基礎を問い直すという、社会科学の思想の思想史のよ

うなところまで踏み込んだ議論になったと思います。そして、多くの多彩な課題について、深い

ところでしっかりとしたつながりをもたらすような議論をすることができたと思います。大変有

意義なすばらしい「人文学の再構築」となりました。ありがとうございました。 
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